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は
じ
め
に

　
近
世
の
地
域
社
会
を
め
ぐ
る
研
究
に
は
分
厚
い
蓄
積
が
あ
る
。
な

か
で
も
領
主
と
領
民
の
間
に
立
つ
存
在
に
注
目
し
て
、
地
域
社
会
の

成
熟
や
、
領
主
支
配
の
特
質
、
領
主
―
領
民
関
係
の
変
化
な
ど
を
読

み
取
ろ
う
と
す
る
研
究
が
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
様
々
な
地
域
を

対
象
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
研
究
蓄
積
の
最
も
豊
富
な
幕
領

に
つ
い
て
は
、
惣
代
庄
屋
・
郡
中
惣
代
の
ほ
か
、
幕
領
支
配
の
拠
点

で
あ
る
陣
屋
元
の
郷
宿
や
用
達
・
地
役
人
な
ど
、幕
府
代
官
所
と
村
々

と
の
間
に
立
つ
様
々
な
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

（
（

。
一
方
で
個

別
の
藩
領
に
つ
い
て
も
、
各
藩
に
独
自
の
中
間
支
配
機
構
の
あ
り
方

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が（

（
（

、
こ
れ
に
比
し
て
、
藩
領
支
配
の

拠
点
で
あ
る
城
下
町
と
藩
領
村
々
と
の
関
係
や
、
藩
領
支
配
上
に
お

け
る
城
下
町
の
役
割
な
ど
の
検
討
は
、
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
こ
の
点
は
、
近
年
提
唱
さ
れ
て
い
る
藩
世
界
論
・
藩

地
域
論
な
ど
、
藩
の
領
主
―
領
民
関
係
を
多
角
的
に
検
討
し
よ
う
と

す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
同
様
に
指
摘
で
き
る（

3
（

。

　
そ
も
そ
も
城
下
町
は
、
古
典
的
な
研
究
に
お
い
て
、
城
下
町
商
人

＝
特
権
商
人
の
集
住
地
と
さ
れ
、
近
世
中
後
期
の
商
品
経
済
の
発
展

に
と
も
な
い
成
長
し
て
き
た
在
郷
町
商
人
や
豪
農
に
よ
っ
て
克
服
さ

れ
、
衰
退
し
て
い
く
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
ま
た
、
そ
の
後
に

進
展
し
た
中
間
支
配
機
構
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
、
支
配
の
た

め
の
様
々
な
業
務
が
、
城
下
町
の
領
主
役
人
か
ら
在
村
の
村
役
人
た

ち
へ
と
委
ね
ら
れ
て
い
く
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、

城
下
町
の
役
割
は
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
低
下
し
て
い
く
と
の
理

解
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
特
に
近
世
後
期
に
お
い
て
城
下

町
と
藩
領
村
々
と
の
関
係
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
機
会
が
少
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
仮
に
そ
の
よ
う
な
衰
退
と
言
わ
れ
る
傾
向

［
地
図
１
］
「
川
越
御
家
中
新
古
屋
敷
絵
図
」
（
川
越
市
立
図
書
館
蔵
）

報
告
二

藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町

小
　
松
　
賢
　
司
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
地
域
社
会
を
め
ぐ
る
現
在
の
研
究
段
階
で

求
め
ら
れ
る
の
は
、
城
下
町
が
近
世
後
期
の
領
主
―
領
民
関
係
の
な

か
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
藩
領
村
々
の
政
治
的
・
経
済
的

活
動
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
、
こ
れ
ら
を
具

体
的
に
明
ら
か
に
し
て
、
近
世
後
期
の
地
域
社
会
像
を
多
面
的
か
つ

複
線
的
に
描
く
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
の
武
蔵
国
川
越
藩
領
を
事
例
に
、

川
越
藩
領
の
村
の
名
主
の
日
記
を
用
い
て
、
彼
が
城
下
町
に
お
い
て

取
り
結
ん
だ
諸
関
係
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
藩
領
地
域
に
お
け

る
城
下
町
の
位
置
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い（

5
（

。

一
、
考
察
対
象
の
概
要

１
．
城
下
町
川
越
と
川
越
藩

　
江
戸
の
北
西
約
四
〇
キ
ロ
に
位
置
す
る
川
越
は
、
譜
代
大
名
が

度
々
転
封
を
繰
り
返
し
た
川
越
藩
の
城
下
町
で
あ
り
、
本
稿
が
取
り

上
げ
る
時
期
の
川
越
藩
は
、
越
前
松
平
分
家
の
松
平
大
和
守
家
が

一
七
万
石
を
領
し
て
支
配
し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
の
所
領
は
武
蔵
国

を
含
め
五
～
六
ヵ
国
に
分
散
し
、
武
蔵
国
内
の
所
領
（
武
州
領
）
も

複
数
の
郡
に
分
散
し
て
い
る
。
川
越
城
下
の
周
辺
に
ま
と
ま
っ
て
存

在
す
る
、
入
封
当
初
か
ら
藩
領
と
さ
れ
た
城
付
け
領
は
、
三
万
石
程

度
で
あ
っ
た
と
い
う（

6
（

。

　
川
越
城
下
の
空
間
構
成
を
説
明
し
て
お
こ
う
（〈
城
下
地
図
〉
参

照
）。
町
奉
行
支
配
地
と
さ
れ
た
狭
義
の
城
下
町
は
一
〇
町
・
四
門

前
で
、
そ
の
外
側
に
郷
分
町
と
呼
ば
れ
る
町
場
化
さ
れ
た
区
画
が
繋

が
っ
て
い
る
。
藩
の
役
所
は
、こ
の
時
期
に
は
川
越
城
の
内
に
あ
る
。

家
臣
た
ち
の
屋
敷
は
、
上
級
家
臣
の
屋
敷
が
城
内
お
よ
び
城
周
辺
に

置
か
れ
、
中
級
以
下
の
多
く
の
家
臣
た
ち
は
、
町
場
の
さ
ら
に
外
側

に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
、
武
家
町
を
形
成
し
て
い
た
。
な
お
参
考
ま

で
に
川
越
城
下
の
居
住
戸
数
・
人
口
を
掲
げ
て
お
く
と
、
慶
応
三
年

に
は
一
〇
町
・
四
門
前
合
計
で
八
五
二
戸
・
四
四
八
六
人
、
明
治
七

年
編
纂
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
で
は
士
族
九
二
四
戸
・
三
八
〇
七
人
、

平
民
一
一
四
二
戸
・
四
八
七
七
人
と
な
っ
て
い
る
（
７
（

。

　
川
越
藩
の
地
方
支
配
機
構
に
つ
い
て
は
、
度
々
の
変
更
が
あ
り
正

確
に
こ
れ
を
追
え
な
い
が
、
本
稿
に
関
わ
る
範
囲
で
、
当
該
期
に
は

概
ね
〈
図
１
〉
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
た（

（
（

。
こ
の
う
ち
士
分
が

務
め
る
の
は
郡
奉
行
・
町
奉
行
・
勘
定
奉
行
で
、
そ
れ
以
外
は
徒
士

身
分
の
者
が
務
め
た
。
藩
領
の
う
ち
武
州
領
の
支
配
全
般
に
関
す
る

業
務
は
代
官
所
が
担
う
。
代
官
所
は
二
組
編
成
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
管

轄
域
が
あ
り
、
各
代
官
所
に
代
官
二
名
づ
つ
と
、
郷
廻
り
役
・
物
書

役
・
郷
目
付
役
が
各
二
名
ず
つ
配
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
が
分
析
対
象

と
す
る
赤
尾
村
は
、
松
郷
組
代
官
所
の
管
轄
で
あ
っ
た
。

　
川
越
藩
は
文
政
一
〇
年
か
ら
、
新
た
な
中
間
支
配
機
構
と
し
て
頭

取
名
主
制
を
導
入
す
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
に
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〈城下地図〉「川越御家中新古屋敷絵図」（川越市立図書館所蔵）の読み取り図
凡例：色を塗った範囲が町人地。（濃い色／ゴチックが十町四門前、薄い色が郷分町）
　　　カッコ内は、本図作成者が補足した情報である。
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

お
い
て
検
討
を
加
え
た（

9
（

。
こ
の
う
ち
本
稿
に
関
わ
る
点
と
し
て
、
①

武
州
領
村
々
は
い
く
つ
か
の
大
組
合
（
以
下
、
頭
取
組
合
）
と
小
組

合
に
編
成
さ
れ
、
名
主
の
な
か
か
ら
頭
取
名
主
・
小
組
合
惣
代
が
任

命
さ
れ
た
こ
と
、
②
彼
ら
は
い
ず
れ
も
居
村
名
主
と
兼
帯
で
あ
っ
た

こ
と
、
③
頭
取
名
主
は
御
用
金
徴
収
や
相
州
海
岸
防
備
に
と
も
な
う

人
足
徴
発
な
ど
に
関
す
る
業
務
を
担
う
も
の
の
、
い
ず
れ
も
役
割
は

限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
赤
尾

村
は
、
中
小
坂
村
名
主
栗
原
氏
を
頭
取
名
主
と
す
る
二
四
ヵ
村
の
頭

取
組
合
に
属
し
て
い
た
。

２
．
赤
尾
村
と
名
主
林
信
海

赤
尾
村
は
越
辺
川
・
都
幾
川
の
流
域
低
地
に
位
置
す
る
、
村
高

一
二
七
〇
石
、
家
数
一
五
〇
軒
余
の
大
村
で
あ
る
。
最
幕
末
期
か
ら

明
治
に
か
け
て
養
蚕
・
木
綿
織
生
産
が
浸
透
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以

前
は
主
穀
生
産
が
中
心
で
あ
り
、
目
立
っ
た
商
品
生
産
の
見
ら
れ
な

い
農
村
で
あ
っ
た
。
同
村
の
最
寄
り
の
町
場
は
、
西
へ
約
五
キ
ロ
の

坂
戸
村
で
あ
る
。
城
下
町
川
越
は
南
に
一
〇
キ
ロ
の
位
置
に
あ
り
、

こ
こ
へ
向
か
う
に
は
入
間
川
を
渡
る
必
要
が
あ
っ
て
、
荷
物
の
運
搬

な
ど
は
坂
戸
の
ほ
う
が
便
利
で
あ
っ
た
。

林
信
海
は
、
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
に
赤
尾
村
の
林
家
に
生

ま
れ
た
。
林
家
は
近
世
初
頭
以
来
、赤
尾
村
名
主
を
世
襲
し
て
い
る
。

赤
尾
村
に
は
二
名
の
名
主
が
お
か
れ
、
林
家
と
安
野
家
が
こ
れ
を
世

御講⽅
御講方役所

図１：川越藩地方支配機構の概要

（省略）任命

勘定奉⾏

勘定⽅

宗旨方役所
宗旨⽅

？
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御蔵⽅役
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蔵⽶⾒役
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⼭⽅役
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襲
し
、
毎
年
交
代
で
業
務
を
担
当
し
た
。
信
海
は
、
天
保
期
か
ら
父

信
豊
の
代
役
を
務
め
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
五
月
、
四
二
歳
の

時
に
正
式
に
名
主
役
を
相
続
し
た
。
信
豊
は
文
政
一
二
年
か
ら
小
組

合
惣
代
を
務
め
て
い
た
が
、
弘
化
二
年
に
退
役
し
、
信
海
は
特
定
の

職
に
就
か
な
い
名
主
と
な
る
。

　
本
稿
で
主
に
利
用
す
る
史
料
は
、
信
海
が
記
し
た
日
記
類
で
あ

り
、特
に
村
外
へ
赴
い
た
際
の
記
録
で
あ
る
「
他
出
雅
俗
記
録（
（1
（

」（
以

下
、
他
出
日
記
）
と
、
在
村
時
の
出
来
事
も
含
め
て
記
さ
れ
た
「
役

用
向
諸
記
録（
（（
（

」（
以
下
、
役
用
日
記
）
を
用
い
る
。
他
出
日
記
に
は
、

信
海
の
持
参
す
る
財
布
の
金
銭
の
変
化
が
細
か
く
記
録
さ
れ
、
信
海

が
財
布
を
持
っ
て
村
外
へ
出
掛
け
た
全
て
の
機
会
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
懐
中
に
入
る
サ
イ
ズ
の
日
記
で
あ
り
、
外
出
時
に
携
帯
し
、
そ

の
場
で
記
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
川
越
で
の
信
海
の
活
動
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
絶
好
の
史
料
と
言
え
る
。
一
方
役
用
日
記
は
、
他

出
日
記
と
比
べ
、
細
か
い
出
来
事
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
代

わ
り
に
信
海
の
意
見
が
記
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
こ
の
他
に
、

村
に
到
来
し
た
触
を
写
し
取
っ
た
「
御
用
留（
（1
（

」、
村
役
人
が
作
成
し

た
書
類
を
写
し
取
っ
た
「
御
用
向
控（
（1
（

」、
さ
ら
に
家
の
経
営
に
関
し
、

日
常
の
支
出
を
記
録
し
た「
小
遣
帳（
（1
（

」、家
の
全
収
支
を
記
録
し
た「
金

銀
出
入
帳（
（1
（

」、
米
穀
取
引
を
記
録
し
た
「
諸
穀
払
金
銀
入
帳（
（1
（

」
な
ど
、

複
数
の
記
録
が
同
時
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
名
主
で
あ
り
林
家
当
主

で
あ
る
信
海
の
活
動
を
精
緻
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し

か
し
逆
に
膨
大
な
史
料
ゆ
え
、
つ
ま
み
食
い
の
よ
う
な
分
析
に
よ
っ

て
安
易
な
歴
史
像
が
描
き
出
さ
れ
る
危
険
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
考
察
対
象
を
ご
く
短
い
期
間
に
絞
り
、
そ
の
期
間
に
お
け
る
林

家
の
動
向
、
信
海
の
行
動
の
全
体
を
見
据
え
な
が
ら
、
川
越
で
取
り

結
ば
れ
た
諸
関
係
を
い
わ
ば
静
態
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

対
象
と
す
る
の
は
、信
海
が
名
主
役
を
相
続
し
た
弘
化
二
年
で
あ
る
。

同
年
は
史
料
が
充
実
し
て
お
り
、
特
に
名
主
役
を
正
式
に
相
続
し
た

五
月
以
降
の
半
年
程
は
、
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
翌
弘
化

三
年
は
林
家
が
非
番
の
年
で
、
ま
た
ビ
ッ
ド
ル
の
浦
賀
来
航
な
ど
川

越
藩
を
取
り
巻
く
状
況
が
大
き
く
変
わ
り
始
め
る
た
め
、
弘
化
二
年

の
一
年
間
に
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
信
海
は
、
同
年
の
前

半
は
小
惣
代
と
し
て
、
後
半
は
村
の
名
主
と
し
て
行
動
し
て
お
り
、

そ
の
差
も
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
特
定
の
職
に
就
か
な
い
名
主
の

事
例
は
、
他
地
域
と
の
比
較
軸
に
な
り
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。

〈
表
１
〉
は
、
弘
化
二
年
の
他
出
日
記
に
記
さ
れ
た
全
て
の
外
出

を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
秩
父
と
箱
根
の
二
度
の
旅
を
除
け
ば
、

外
出
先
は
川
越
・
坂
戸
・
他
村
親
類
の
三
つ
で
あ
り
、
そ
の
内
で
も

川
越
が
、
訪
問
日
数
・
宿
泊
日
数
い
ず
れ
に
お
い
て
も
群
を
抜
い
て

い
る
。
名
主
林
信
海
に
と
っ
て
、
川
越
は
最
も
頻
繁
に
訪
れ
る
外
出

先
で
あ
っ
た
。
ま
た
、川
越
で
の
藩
関
係
の
訪
問
先
を
整
理
し
た〈
表

２
〉
を
見
る
と
、
跡
役
を
相
続
し
て
以
降
、
川
越
を
訪
問
し
た
ほ
ぼ
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

全
て
の
機
会
に
、
藩
役
所
も
し
く

は
藩
役
人
役
宅
を
訪
ね
て
い
る
。

村
役
人
と
城
下
町
と
の
関
係
を

考
え
る
上
で
は
、
藩
役
人
と
の
関

係
の
検
討
が
重
要
で
あ
る
こ
と

が
改
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。

二
、
藩
役
人
と
の
関
係

１
．
年
貢
米
の
納
入

　
は
じ
め
に
、
川
越
滞
在
一
回
分

の
記
録
を
全
体
と
し
て
取
り
上

げ
、
信
海
の
川
越
で
の
行
動
パ
タ

ー
ン
を
把
握
し
た
い
。
取
り
上
げ

る
の
は
六
月
一
六
～
一
八
日
の

他
出
日
記
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
滞
在
に
お
け
る
案
件
の
一
つ
は
、

年
貢
米
の
納
入
で
あ
っ
た
。
村
請
制
村
落
の
基
本
的
な
負
担
で
あ
る

年
貢
米
の
納
入
に
と
も
な
っ
て
、
村
役
人
が
城
下
町
で
ど
の
よ
う
な

や
り
取
り
を
行
う
の
か
。
こ
の
点
か
ら
藩
役
人
―
村
役
人
関
係
の
一

端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
、史
料
を
見
て
み
よ
う
。

史
料
は
長
文
で
あ
る
が
、な
る
べ
く
省
略
せ
ず
に
取
り
上
げ
る
。（
史

料
中
の
○
や
□
は
史
料
通
り
で
あ
る
。）

〈
史
料
１（
（1
（

〉

　
　
残
り
金
壱
両
壱
分
ト
銭
三
百
六
拾
九
文

六
月
十
六
日
　
川
越
出
勤
、
今
朝
銭
弐
貫
六
百
文
入
、
中
小

坂
栗
原
氏
へ
立
寄
、
今
日
御
日
延
奉
願
上
候
御
積
金
之
義
及

示
談
、
外
金
右
衛
門
御
火
方
へ
不
下
馬
一
件
御
歎
書
ニ
而
茂

奉
差
上
呉
候
様
及
示
談
候
処
、
桑
原
様
追
而
廻
村
之
砌
ニ
可

申
聞
与
被
仰
聞
有
之
候
よ
し
、
此
家
ゟ
塚
越
村
役
人
与
同
伴

江
戸
町
ニ
至
り
、
高
橋
屋
ニ
而
酒
肴
代
、
但
シ
下
寺
山
村
名

主
平
内
与
同
座
飲
食
○
三
百
九
拾
六
文
、
夫
ゟ
御
役
所
へ
出

テ
金
弐
拾
両
御
上
納
仕
、
宗
旨
方
御
役
所
・
御
蔵
御
役
所
御

用
相
済
、
八
ツ
時
分
又
高
橋
屋
ニ
至
り
○
弐
百
拾
六
文
酒
肴

代
、
但
シ
酒
四
合
御
仲
間
久
八
へ
振
舞
共
ニ
飲
食
、
夫
ゟ
○

廿
四
文
髪
結
銭
、
南
町
枡
木
屋
へ
至
り
白
砂
糖
三
袋
、
壱
斤

弐
百
四
拾
五
文
ツ
ヽ
○
七
百
三
拾
弐
文
払
、
○
四
拾
八
文
御

溜
り
茶
代
、
○
三
百
拾
六
文
坂
下
内
山
藤
兵
衛
様
へ
松
魚
ふ

し
弐
、
○
弐
百
八
文
鰹
節
弐
内
へ
所
用
有
之
買
之
、
夫
ゟ
妙

正
寺
前
古
川
益
助
様
・
同
寺
下
小
川
忠
助
様
・
十
念
寺
門
前

山
川
越
平
様
・
坂
下
内
山
藤
兵
衛
様
へ
上
り
候
、
山
川
・
内

山
御
両
人
様
ニ
者
不
懸
御
目
、
夜
ニ
入
殊
之
外
大
暑
、
石
原

大
黒
屋
へ
至
り
風
呂
ニ
入
少
々
凌
よ
し
、
今
日
御
蔵
へ
宰
領

ニ
来
り
候
文
七
事
、
此
家
へ
相
尋
来
り
同
宿
ス

跡役
就任前

跡役
就任後 計

12 41 53 16
11 5 16 -

石井村 1 1 2 -
鎌形村 3 4 7 4
川田谷村 1 3 4 -

箱根 32 32 31
子の権現
（秩父）

8 8 7

表１ 弘化2年における信海の全外出先

泊数

親類宅
訪問

旅

行先

川越
坂戸

日数
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
二
号
）

六
月
十
七
日
　〔
早
朝
に
詠
ん
だ
歌
、
略
〕
今
早
朝
坂
下
内
山
藤

兵
衛
様
御
宅
へ
上
リ
、
今
明
日
御
上
納
被
仰
付
御
年
貢
米
之

義
、
十
九
日
迄
三
日
弐
百
八
拾
弐
俵
付
送
リ
奉
差
上
被
成
下

置
度
与
願
奉
申
上
候
得
共
、
御
領
分
村
々
印
付
之
分
不
残
今

明
日
中
ニ
付
込
申
付
候
義
ニ
付
、
乍
気
之
毒
願
之
通
リ
ニ
者

難
申
付
候
間
、
二
駄
ツ
ヽ
付
、
日
か
く
れ
候
迄
ニ
揃
候
得
者

よ
ろ
し
き
間
、
精
々
可
付
送
与
仰
ニ
付
、
此
義
昨
夜
ゟ
右
之

心
得
ニ
候
ハ
ヽ
今
晩
ゟ
付
送
リ
ニ
掛
リ
可
申
与
奉
存
候
、
例

之
通
リ
ニ
心
得
候
而
付
来
リ
候
ハ
ヽ
右
被
仰
付
候
俵
数
之
内

弐
三
駄
ニ
而
茂
相
違
可
仕
哉
、
不
足
ニ
茂
相
成
候
ハ
ヽ
重
々

奉
恐
入
候
義
ニ
有
之
、
此
段
奉
申
上
候
与
奉
申
上
候
処
、
よ

い
わ
弐
三
駄
位
不
足
者
勘
弁
い
た
し
遣
し
可
申
、
其
方
共
茂

御
役
義
わ
し
共
茂
役
儀
な
れ
ハ
急
度
申
付
候
也
、
随
分
出
精

い
た
し
御
用
御
間
ニ
合
候
様
可
仕
与
御
断
御
申
聞
奉
畏
、
又

大
黒
屋
へ
立
帰
リ
、
文
七
へ
及
申
談
、
源
右
衛
門
者
帰
村
、

己
并
文
七
両
人
当
町
居
候
而
宰
領
可
相
勤
与
相
談
い
た
し
居

候
処
へ
、
分
家
藤
右
衛
門
最
早
御
蔵
ゟ
帰
リ
ニ
軒
下
通
リ
、

依
之
及
申
談
、
宿
へ
伝
言
申
遣
ス
、
○
三
拾
三
文
半
紙
壱
帖
・

火
打
石
弐
ツ
、
○
五
文
酒
肴
ニ
成
候
品
八
百
又
ニ
而
、
○
七

拾
弐
文
酒
弐
合
丸
水
ニ
而
、
夫
ゟ
北
町
万
忠
へ
立
寄
、
我
斗

リ
御
年
貢
俵
鼠
喰
拾
五
貫
八
百
目
、
并
俵
ニ
壱
貫
八
百
目
不

足
、
此
米
四
升
五
合
た
し
文
七
俵
直
し
呉
候
而
、
御
蔵
へ
先

へ
行
、
同
町
近
藤
へ
立
寄
□
銭
壱
貫
文
か
り
、
○
六
百
文
大

黒
屋
へ
止
宿
料
三
人
分
渡
ス
、
夫
ゟ
江
戸
町
高
橋
屋
へ
行
、

書
付
抔
書
認
之
、
○
六
拾
八
文
酒
壱
合
冷
麦
弐
ツ
代
払
、
沼

田
一
斎
方
へ
立
寄
酒
飯
之
馳
走
ニ
成
リ
、
南
町
枡
木
屋
へ
行

鰹
節
四
袋
代
○
壱
貫
三
百
八
拾
文
、
此
分
へ
金
弐
朱
ト
銭

六
百
文
渡
し
、
つ
り
廿
八
文
受
取
、
内
四
百
九
拾
壱
文
三
拾

八
替
弐
本
、
残
リ
六
本
古
節
四
拾
替
也
、
御
蔵
へ
参
リ
村
方

人
々
ニ
対
面
、
今
日
御
上
納
米
之
数
聞
之
、
従
村
方
百
姓
代

惣
五
郎
来
ル
、
文
七
与
両
人
ニ
而
宰
領
仕
、
分
家
藤
左
衛
門

再
度
目
参
着
、
咄
し
菖
蒲
ゟ
喜
太
郎
来
リ
候
由
、
依
之
饅
頭

ニ
而
茂
買
持
行
呉
候
様
申
之
○
弐
百
文
渡
ス
、
扨
己
、
依
出

御
城
内
、
其
銭
ヲ
受
取
、
町
ニ
出
テ
本
町
蓬
莱
屋
ニ
至
リ
、

饅
頭
買
之
、
高
沢
町
麻
源
へ
立
寄
、
寿
留
女
弐
拾
枚
買
、
代

者
不
払
、
此
二
品
藤
左
衛
門
へ
渡
シ
、
我
宅
へ
遣
ス
、
七
ツ

時
分
石
原
大
黒
屋
ニ
至
リ
、
文
七
・
惣
五
郎
両
人
ヲ
待
居
対

面
之
上
、
我
宅
へ
伝
言
申
遣
ス
、
己
又
此
屋
ニ
止
宿

六
月
十
八
日
　
早
朝
雨
降
、
傘
か
り
六
軒
町
渋
谷
八
十
八
様
、

六
反
斎
藤
四
方
八
様
、
通
町
三
浦
悦
平
様
御
宅
へ
松
魚
節
弐

本
ツ
ヽ
持
参
差
上
、
御
三
人
様
共
御
在
宅
懸
御
目
、
其
帰
路

石
ケ
谷
様
御
宅
へ
立
寄
懸
御
目
、
時
候
之
事
抔
而
已
申
上
、

松
郷
丹
後
屋
ニ
而
調
遣
候
酒
札
切
手
一
枚
差
上
候
、
○
拾
八
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）用

件
用

件
進

上
品

用
件

1
1
1

～
1

1
2

1
大

黒
屋

御
講

方
役

所
代

官
所

被
下

金
の

頂
戴

被
下

金
の

頂
戴

鴫
町

 小
川

屋
又

右
衛

門
被

下
米

の
受

取
手

続

1
2
1

～
1

2
2

1
大

黒
屋

御
役

所
（
代

官
所

）
御

積
金

の
願

書
提

出
内

山
藤

兵
衛

（
御

蔵
方

）
石

ケ
谷

本
次

郎
（
代

官
）

御
年

貢
米

郷
蔵

出
の

願
い

【
召

出
】
御

積
金

上
納

の
依

頼
酒

切
手

１
枚

　
―

2
9

北
町

 三
善

（
御

用
場

）
五

拾
人

御
講

開
催

2
1
8

斎
藤

四
方

八
（
御

蔵
方

）
御

年
貢

米
郷

蔵
出

の
願

い
酒

切
手

１
枚

3
2
2

4
5

4
1
3

5
6

5
1
0

御
役

所
（
代

官
所

）
名

主
跡

役
任

命
（
延

期
）

5
1
6

御
役

所
（
代

官
所

）
郡

代
所

宗
旨

方
役

所

名
主

退
役

・
跡

役
任

命
御

鳥
目

3
貫

文
受

取
印

形
差

居
の

届
出

石
ケ

谷
本

次
郎

（
代

官
）

小
川

忠
助

（
郷

廻
り

役
）

古
川

益
助

（
郷

廻
り

役
）

内
山

藤
兵

衛
（
御

蔵
方

）

名
主

跡
役

就
任

の
挨

拶
―

5
2
2

5
3
0

～
6

1
1

大
黒

屋
御

役
所

（
郡

代
所

）
社

倉
再

興
の

達
軽

部
丹

造
（
御

講
方

）
渡

辺
太

左
衛

門
（
宗

旨
方

）
父

名
前

相
続

の
挨

拶
宗

門
改

帳
の

修
正

の
願

い
酒

切
手

１
枚

酒
切

手
１

枚
松

郷
 炭

屋
万

吉
人

足
役

請
負

の
依

頼

6
6

宗
旨

方
役

所
大

智
寺

判
掛

6
9

北
町

 三
善

（
御

用
場

）
五

拾
人

御
講

開
催

6
1
6

～
6

1
8

2
大

黒
屋

御
役

所
（
代

官
所

）
宗

旨
方

役
所

御
蔵

方
役

所

御
積

金
上

納
・
日

延
べ

願
宗

門
改

帳
の

修
正

年
貢

米
納

入
不

足
の

察
当

古
川

益
助

（
郷

廻
り

役
）

小
川

忠
助

（
郷

廻
り

役
）

山
川

越
平

（
郷

目
付

）
内

山
藤

兵
衛

（
御

蔵
方

）
渋

谷
八

十
八

（
穀

取
役

）
斎

藤
四

方
八

（
御

蔵
方

）
三

浦
悦

平
（
穀

取
役

）
石

ケ
谷

本
次

郎
（
代

官
）

御
積

金
上

納
に

つ
き

願
い

御
積

金
上

納
に

つ
き

願
い

暑
中

見
舞

（
留

守
）

年
貢

米
納

入
に

つ
き

願
い

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

　
―

　
―

　
―

鰹
節

２
本

鰹
節

２
本

鰹
節

２
本

鰹
節

２
本

酒
切

手
１

枚

6
2
0

内
山

藤
兵

衛
（
御

蔵
方

）
原

小
馬

平
（
蔵

米
見

役
）

残
り

年
貢

米
の

蔵
出

の
願

い
挨

拶
（
留

守
）

　
―

鰹
節

6
2
3

御
役

所
（
御

蔵
方

）
年

貢
米

残
俵

数
の

届
出

内
山

藤
兵

衛
（
御

蔵
方

）
年

貢
米

残
俵

数
の

届
出

（
留

守
）

鶏
卵

2
0
個

藩
役

所
藩

役
人

役
宅

そ
の

他
の

藩
関

係
月

日
月

日
泊

宿
泊

先

表
２
　
弘

化
２
年

、
信

海
の

川
越

訪
問
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史
苑
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第
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三
巻
第
二
号
）

6
2
7

斎
藤

百
右

衛
門

（
勘

定
方

）
渡

辺
太

左
衛

門
（
宗

旨
方

）
斎

藤
四

方
八

（
御

蔵
方

）
内

山
藤

兵
衛

（
御

蔵
方

）
軽

部
丹

造
（
御

講
方

）

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

【
召

出
】
（
留

守
ゆ

え
内

山
宅

へ
）

年
貢

米
俵

数
相

違
に

つ
き

糺
暑

中
見

舞

白
砂

糖
1
袋

白
砂

糖
1
袋

　
―

　
―

白
砂

糖
1
袋

鴫
町

 小
川

屋
又

右
衛

門
年

貢
米

俵
数

の
確

認

7
5

上
羽

又
右

衛
門

（
元

締
代

官
）

戸
塚

包
介

（
郡

代
手

代
）

尾
渕

勇
太

（
郡

代
手

代
）

大
野

友
吉

郎
（
代

官
）

他
1
2
軒

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

白
砂

糖
1
袋

白
砂

糖
1
袋

酒
切

手
1
枚

酒
切

手
1
枚

白
砂

糖
計

1
2
袋

7
6

御
役

所
（
代

官
所

）
被

下
米

の
受

取
江

戸
町

 丹
波

屋
八

左
衛

門
被

下
米

の
受

取
手

続
7

1
0

御
役

所
（
代

官
所

）
御

積
金

の
上

納

7
1
2

桑
原

孫
左

衛
門

（
火

方
役

）
小

熊
小

仲
太

（
火

方
役

）
谷

唯
市

（
郷

目
付

）

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

暑
中

見
舞

　
―

　
―

　
―

7
1
6

軽
部

丹
造

（
御

講
方

）
御

上
下

代
の

受
取

　
―

8
2
2

御
元

締
所

御
国

役
金

の
納

入
石

ケ
谷

本
次

郎
（
代

官
）

小
川

忠
助

（
郷

廻
り

役
）

箱
根

よ
り

帰
村

の
挨

拶
箱

根
よ

り
帰

村
の

挨
拶

酒
切

手
1
枚

酒
切

手
1
枚

高
沢

町
 丹

勘
御

国
役

金
の

検
査

8
2
7

～
8

2
8

1
大

黒
屋

御
役

所
（
代

官
所

）
出

水
手

当
金

の
受

取
本

町
 榎

本
（
町

宿
）

出
水

手
当

金
の

受
取

手
続

9
6

御
役

所
（
代

官
所

）
荏

大
豆

年
貢

御
免

願

9
1
1

～
9

1
2

1
大

黒
屋

御
役

所
（
代

官
所

）
御

普
請

願
書

の
提

出

小
林

半
五

（
郡

代
手

代
）

吉
沢

勘
助

（
代

官
・
新

任
）

谷
唯

市
（
郷

目
付

）
尾

渕
勇

太
（
郷

廻
り

役
・
新

任
）

小
川

忠
助

（
郷

廻
り

役
）

原
田

克
次

（
普

請
奉

行
）

渡
辺

加
七

郎
（
普

請
奉

行
）

長
嶋

外
内

（
物

書
役

）

永
徳

院
出

奔
の

願
書

の
内

窺
代

官
新

任
に

つ
き

祝
儀

出
水

御
見

分
の

御
礼

出
水

御
見

分
御

礼
・
新

任
祝

儀
出

水
御

見
分

御
礼

御
普

請
願

提
出

の
内

窺
（
留

守
）

御
普

請
願

提
出

の
内

窺

鰹
節

2
本

金
2
朱

鰹
節

2
本

金
2
朱

鰹
節

2
本

鰹
節

2
本

鰹
節

2
本

鰹
節

2
本

9
1
6

御
役

所
（
代

官
所

）
御

普
請

願
書

に
つ

き
糺

野
口

伝
助

（
山

方
）

桑
原

孫
左

衛
門

（
火

方
）

吉
沢

勘
助

（
代

官
）

（
留

守
、

養
父

様
と

御
茶

）
挨

拶
訴

訟
入

用
一

件
に

つ
き

願
い

鰹
節

2
本

菌
・
い

ち
じ

く
菌

2
笠

9
2
1

～
9

2
2

1
一

斎
宅

御
役

所
（
代

官
所

）
御

囲
籾

摺
立

出
来

の
届

田
中

専
八

（
山

方
）

石
ケ

谷
本

次
郎

（
代

官
）

挨
拶

訴
訟

入
用

一
件

に
つ

き
願

い
鰹

節
2
本

柚
実

・
い

ち
じ

く

9
2
3

～
9

2
4

1
大

黒
屋

御
役

所
（
郡

代
所

）
御

役
所

（
代

官
所

）
永

徳
院

出
奔

に
つ

き
仰

渡
御

年
貢

2
分

引
の

仰
渡

小
川

忠
助

（
郷

廻
り

役
）

古
川

益
助

（
郷

廻
り

役
）

石
ケ

谷
本

次
郎

（
代

官
）

吉
沢

勘
助

（
代

官
）

御
検

見
願

提
出

の
内

窺
御

検
見

願
提

出
の

内
窺

御
検

見
願

提
出

の
内

窺
御

検
見

願
提

出
の

内
窺

酒
切

手
1
枚

酒
切

手
1
枚

酒
切

手
1
枚

酒
切

手
1
枚

9
2
6

御
役

所
（
郡

代
所

）
永

徳
院

出
奔

に
つ

き
仰

渡
1
1

1
2

御
役

所
（
代

官
所

）
光

勝
寺

召
出

の
差

添
1
1

2
2

御
役

所
（
代

官
所

）
訴

訟
入

用
一

件
の

糺

1
1

3
0

～
1
2

1
1

大
黒

屋
石

ケ
谷

本
次

郎
（
代

官
）

吉
沢

勘
助

（
代

官
）

訴
訟

入
用

一
件

に
つ

き
願

い
訴

訟
入

用
一

件
に

つ
き

願
い

1
2

5
～

1
2

6
1

大
黒

屋
御

役
所

（
代

官
所

）
訴

訟
入

用
一

件
の

吟
味

石
ケ

谷
本

次
郎

（
代

官
）

吉
沢

勘
助

（
代

官
）

訴
訟

入
用

一
件

に
つ

き
願

い
訴

訟
入

用
一

件
に

つ
き

願
い

本
町

 榎
本

（
町

宿
）

頭
取

名
主

栗
原

に
面

会

1
2

9
～

1
2

1
0

1
大

黒
屋

石
ケ

谷
本

次
郎

（
代

官
）

吉
沢

勘
助

（
代

官
）

小
川

忠
助

（
郷

廻
り

役
）

古
川

益
助

（
郷

廻
り

役
）

訴
訟

入
用

一
件

に
つ

き
願

い
訴

訟
入

用
一

件
に

つ
き

願
い

訴
訟

入
用

一
件

に
つ

き
願

い
訴

訟
入

用
一

件
に

つ
き

願
い

鰹
節

鰹
節

鰹
節

鰹
節

本
町

 榎
本

（
町

宿
）

頭
取

名
主

栗
原

に
面

会
　

（
不

在
）

1
2

1
2

～
1
2

1
6

4
町

宿
榎

本
御

役
所

（
代

官
所

）
元

方
役

所
訴

訟
入

用
一

件
の

吟
味

下
被

下
米

の
受

取
斎

藤
百

右
衛

門
（
勘

定
方

）
被

下
米

に
つ

き
挨

拶
酒

切
手

1
枚

本
町

 榎
本

（
町

宿
）

鴫
町

 小
川

屋
又

右
衛

門
訴

訟
入

用
一

件
の

内
済

被
下

米
受

取
の

手
続



－  （（  －－  （5  －

藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

文
草
鞋
壱
足
、
○
弐
百
文
今
日
宰
領
ニ
来
久
八
へ
渡
ス
、
○

弐
百
文
止
宿
料
、
○
三
拾
五
文
団
子
、〔
帰
路
の
出
来
事
、
略
〕

四
ツ
半
頃
帰
宅

残
り
金
壱
両
ト
銭
百
八
拾
九
文

持
金
入
銭
合
　
金
壱
両
壱
分
ト
銭
三
貫
九
百
六
拾
九
文

遣
銭
　
五
貫
三
百
六
拾
三
文
　
算
勘
三
拾
七
文
不
足

六
月
十
九
日
夕
、
銭
壱
貫
弐
百
六
拾
九
文
入

六
月
一
六
日
の
朝
、
信
海
は
前
回
外
出
時
の
残
金
に
二
六
〇
〇

文
を
加
え
て
川
越
へ
向
か
っ
た
。
途
中
、
中
小
坂
村
の
頭
取
名
主
栗

原
宅
に
立
寄
り
、
御
用
金
（
御
積
金
）
の
日
延
願
提
出
の
旨
の
断
り

な
ど
を
し
て
い
る（
（1
（

。そ
し
て
塚
越
村
の
村
役
人
と
共
に
川
越
に
着
き
、

江
戸
町
の
高
橋
屋
に
て
下
寺
山
村
名
主
と
酒
食
を
共
に
し
た
。
そ
れ

か
ら
役
所
＝
代
官
所
へ
行
き
、
金
二
〇
両
を
上
納
す
る
。
こ
の
二
〇

両
に
関
し
て
、「
御
用
向
控
」
に
は
、
同
日
に
代
官
役
所
に
宛
て
て

出
さ
れ
た
願
書
が
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
赤
尾

村
に
は
御
用
金
一
三
六
両
余
が
課
さ
れ
、
こ
の
う
ち
一
〇
〇
両
を
既

に
上
納
し
、
二
〇
両
を
こ
の
日
に
上
納
し
て
、
残
金
の
一
六
両
余
の

日
延
べ
を
願
い
出
て
い
る
。

そ
の
後
、
宗
旨
方
役
所（
（1
（

と
御
蔵
役
所
を
訪
ね
る
。
御
蔵
役
所
で

の
用
件
に
つ
い
て
、
役
用
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
史
料
２（
11
（

〉
此
度
者
右
之
外
御
蔵
方
御
役
所
ヲ
、
御
年
貢
米
付
込
被
仰
付

候
而
、
二
日
ニ
弐
百
俵
、
十
五
日
一
日
置
、
十
六
日
百
俵
与

相
触
之
処
、
十
二
日
夜
七
ツ
時
分
御
廻
状
至
来
旁
、
十
三
日

ニ
七
拾
俵
、
依
之
十
四
日
百
三
拾
俵
与
被
仰
付
候
処
、
百
廿

六
俵
、
同
十
六
日
百
四
俵
、
又
弐
俵
跡
ゟ
付
込
旁
故
、
御
役

人
様
方
ゟ
御
察
当
御
利
解
、
但
シ
十
四
日
ニ
名
主
ニ
可
罷
出

与
宰
領
惣
五
郎
へ
被
仰
付
候
御
伝
言
承
之
、
依
而
今
十
六
日

ニ
御
蔵
へ
茂
罷
出
候
処
、
小
河
原
様
於
御
門
前
、
内
山
藤
兵

衛
様
懸
御
目
候
処
、
明
朝
宅
へ
可
罷
出
与
被
仰
聞
ニ
付
、
先

今
夕
参
上
之
処
、
未
御
帰
宅
ニ
不
相
成

六
月
一
三
日
か
ら
一
六
日
の
間
に
三
〇
〇
俵
の
年
貢
米
納
入
を

命
じ
ら
れ
た
も
の
の
、
納
入
が
間
に
合
わ
ず
、
名
主
が
召
出
さ
れ
た

の
だ
と
い
う
。
不
足
が
発
生
し
た
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
年

貢
米
は
既
に
村
の
郷
蔵
に
納
め
ら
れ
て
、
藩
の
穀
取
役
人
に
よ
る
検

査
を
受
け
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
運
搬
用
の
馬
の
問
題
と
推
測
さ
れ

る
。
短
期
間
に
大
量
の
納
入
が
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
馬
の
調
達
が
追

い
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
御
用
留
」
に
よ
れ
ば
、
右

の
計
三
〇
〇
俵
の
納
入
命
令
に
続
い
て
、
一
六
日
付
で
新
た
に
一
七

日
一
四
一
俵
、
一
八
日
一
四
一
俵
の
納
入
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

〈
史
料
１
〉
に
戻
る
と
、
信
海
は
御
蔵
役
所
に
向
か
う
途
中
で
、

御
蔵
役
の
内
山
藤
兵
衛
に
逢
い
、
明
日
内
山
の
役
宅
へ
来
る
よ
う
指

示
さ
れ
た
と
い
う
。
役
所
で
の
御
用
を
済
ま
せ
た
信
海
は
、
八
ツ
時

（
午
後
二
時
）
に
江
戸
町
高
橋
屋
に
戻
っ
て
再
び
酒
肴
を
頼
み
、
藩
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
二
号
）

の
中
間
奉
公
人
の
久
八
に
酒
を
振
舞
っ
て
い
る
。
久
八
は
、
別
の
記

事
で
は
「
定
付
久
八（
1（
（

」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
役
所
の
い
わ
ば
受
付
に
詰

め
る
奉
公
人
で
あ
っ
た
。

久
八
の
役
割
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
お
こ
う
。
役
所
に
い
る

藩
役
人
に
村
役
人
が
面
会
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
通
常
は
ま
ず
帳
面

に
名
前
を
記
し
（「
面
附
」）、
御
溜
に
て
順
番
を
待
つ
が
、
長
時
間

待
た
さ
れ
る
場
合
も
多
く
、
ま
た
「
御
溜
茶
代
」
を
一
人
二
四
文
支

払
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
簡
単
な
確
認
な
ど
短
時
間
で
済
む
場

合
に
は
、定
附
中
間
に
頼
ん
で
藩
役
人
を
呼
び
出
し
て
も
ら
っ
た
り
、

伝
言
を
頼
ん
だ
り
し
た
。
村
役
人
に
と
っ
て
定
附
中
間
は
、
藩
役
人

と
の
や
り
取
り
を
介
す
る
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
信
海
は
南
町
の
枡
木
屋
に
て
白
砂
糖
三
袋（
11
（

と
、
内
山

へ
の
進
物
で
あ
る
鰹
節
を
購
入
し
、
そ
れ
か
ら
四
軒
の
役
宅
を
訪
問

す
る
。
妙
正
寺
前
古
川
益
助
と
同
寺
下
小
川
忠
助
は
郷
廻
り
役
で
あ

る
。
そ
の
用
件
に
つ
い
て
、
役
用
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

〈
史
料
３（
11
（

〉
此
一
条
ニ
付
、
例
之
金
右
衛
門
并
弟
藤
三
郎
両
人
証
文
茂
い

た
さ
す
差
置
、
呼
ニ
遣
し
候
得
共
不
来
、
ま
し
て
入
金
少
々

い
た
し
置
候
而
已
、
依
之
名
前
不
申
上
候
而
、
如
斯
も
の
有

之
候
得
者
、
皆
御
上
納
仕
候
得
者
ま
す
ゝ
ゝ
等
閑
ニ
相
心
得
、

出
金
い
た
し
申
間
敷
与
奉
存
候
間
、
御
日
限
中
厳
敷
及
催
促
、

様
子
ニ
寄
可
奉
申
上
与
、
郷
御
廻
リ
小
川
様
へ
奉
申
上
候

赤
尾
村
百
姓
の
金
右
衛
門
・
藤
三
郎
が
御
用
金
を
納
入
し
な
い

こ
と
に
つ
い
て
、
信
海
は
名
前
を
伏
せ
て
郷
廻
り
役
小
川
に
こ
れ
を

伝
え
、
村
役
人
が
立
替
納
入
を
行
っ
て
は
村
人
が
ま
す
ま
す
出
金
を

等
閑
に
す
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
今
後
も
日
限
中
の
納
入
を
厳

し
く
催
促
し
、
様
子
に
よ
っ
て
は
、
郷
廻
り
役
に
報
告
す
る
旨
を
伝

え
た
と
い
う
。

　
次
い
で
訪
ね
た
十
念
寺
前
山
川
越
平
は
郷
目
付
で
、
不
在
で
あ
っ

た
。
内
山
藤
兵
衛
宅
も
訪
ね
た
が
不
在
で
あ
り
、
こ
の
日
信
海
は
、

赤
尾
村
名
主
源
右
衛
門
（
安
野
家
）・
百
姓
代
文
七
と
と
も
に
、
石

原
町
大
黒
屋
に
宿
泊
し
た
。

　
翌
日
早
朝
、
信
海
は
内
山
藤
兵
衛
宅
を
再
び
訪
ね
、
一
七
・
一
八

両
日
の
年
貢
米
納
入
に
つ
い
て
、
一
九
日
ま
で
の
日
延
べ
を
願
い
出

た
。
し
か
し
内
山
は
、
領
内
の
「
印
付
」
分
は
全
て
明
日
ま
で
に
納

入
さ
せ
る
予
定
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。「
印
付
」
と

は
、
藩
の
穀
取
役
人
が
予
め
各
村
の
郷
蔵
に
納
入
さ
れ
た
米
を
検
査

し
、「
下
印
」「
下
々
印
」
を
付
け
た
、
質
の
悪
い
米
俵
の
こ
と
で
あ

る（
11
（

。
信
海
は
こ
れ
に
対
し
、
そ
れ
で
は
不
足
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な

い
と
返
答
す
る
と
、
内
山
は
、
互
い
に
役
義
で
あ
る
と
叱
責
し
、
や

や
強
圧
的
に
信
海
を
承
伏
さ
せ
た
と
い
う
。

信
海
は
こ
れ
を
受
け
、
大
黒
屋
に
戻
っ
て
源
右
衛
門
・
文
七
と

相
談
し
、
文
七
と
信
海
の
二
人
で
年
貢
米
納
入
の
宰
領
を
務
め
る
こ
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

と
を
決
め
た
。
そ
し
て
北
町
の
米
穀
問
屋
で
あ
る
万
忠
へ
向
か
い
、

年
貢
米
の
鼠
喰
分
・
不
足
分
を
調
達
し
、
文
七
は
御
蔵
へ
向
か
っ
て

年
貢
米
の
俵
直
し
を
行
う
。
信
海
は
米
穀
問
屋
の
近
藤
を
訪
ね
て
銭

一
貫
文
を
借
用
し
、
こ
れ
に
て
大
黒
屋
へ
三
人
分
の
宿
代
九
〇
〇
文

を
支
払
い
、
高
橋
屋
で
酒
と
冷
麦
を
注
文
し
て
、
そ
の
場
で
書
付
を

作
成
す
る
。そ
れ
か
ら
友
人
の
沼
田
一
斎
宅
を
訪
ね
て
馳
走
を
受
け
、

枡
木
屋
に
寄
っ
て
鰹
節
四
袋
（
一
袋
に
二
本
）
の
代
金
一
三
八
〇
文

を
支
払
い
、
御
蔵
へ
行
き
、
年
貢
米
の
納
入
俵
数
を
確
認
し
、
文
七

と
二
人
で
宰
領
を
務
め
、
こ
の
日
も
大
黒
屋
に
止
宿
し
た
。
な
お

役
用
日
記
に
よ
れ
ば
、「
同
夕
御
蔵
方
ゟ
明
日
納
之
分
二
日
ニ
割
合
、

七
拾
壱
俵
十
八
日
、
七
拾
俵
也
十
九
日
、
両
日
ニ
可
相
納
与
被
仰
聞

候
由（
11
（

」
と
、
一
九
日
ま
で
の
日
延
べ
が
認
め
ら
れ
た
旨
が
伝
え
ら
れ

た
と
い
う
。
信
海
に
よ
る
御
蔵
役
人
へ
の
歎
願
は
、
そ
の
場
で
は
拒

否
さ
れ
た
も
の
の
、
結
果
的
に
は
成
就
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
日
の
早
朝
、
信
海
は
斎
藤
四
方
八
（
御
蔵
役
）
と
渋
谷

八
十
八
・
三
浦
悦
平
（
穀
取
役
）
の
役
宅
を
訪
ね
、
鰹
節
を
二
本
づ

つ
進
上
す
る
。
次
い
で
代
官
石
ケ
谷
本
次
郎
の
役
宅
に
立
寄
り
、
時

候
の
挨
拶
を
し
て
、
酒
切
手
を
一
枚
進
上
す
る
。
役
用
日
記
に
は
、

こ
の
い
ず
れ
か
の
役
宅
で
聞
い
た
話
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

〈
史
料
４（
11
（

〉
尤
十
八
日
早
朝
ゟ
御
宅
い
た
し
承
リ
候
処
、
廿
二
日
ゟ
御
家

中
様
方
へ
御
扶
持
ニ
御
渡
シ
ニ
相
成
候
由
、
但
シ
上
中
下
下
々

与
四
段
ニ
米
品
ヲ
分
ケ
、
夫
々
搗
減
御
立
之
由
、
如
斯
事
是

迄
無
之
事
ニ
而
、
依
仰
、
十
六
日
抔
者
比
企
郡
谷
中
村
納
御

年
貢
米
ニ
小
粒
交
リ
有
之
ニ
付
、
さ
し
も
と
し
候
、
尤
印
付

ニ
有
之
候
得
者
、
交
リ
候
而
茂
取
受
候
与
御
咄
し
ニ
承
リ
候

事
二
二
日
か
ら
家
中
へ
の
扶
持
米
の
給
付
が
始
ま
る
た
め
、
年
貢

米
納
入
が
急
が
れ
た
の
だ
と
い
う
。
併
せ
て
、
比
企
郡
谷
中
村
の

年
貢
米
に
小
粒
が
混
じ
っ
て
お
り
差
戻
し
と
な
っ
た
こ
と
、「
印
付
」

で
あ
れ
ば
小
粒
が
混
じ
っ
て
い
て
も
受
納
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
の
情

報
を
得
て
い
る
。

こ
う
し
て
信
海
は
帰
路
に
着
き
、
一
八
日
の
四
ツ
半
（
午
前

一
一
時
）
に
帰
宅
す
る
と
、
財
布
の
中
身
と
収
支
の
記
録
を
照
合
す

る
。
そ
し
て
一
九
日
夕
に
、
財
布
へ
新
た
に
銭
を
入
れ
る
。
他
出
日

記
の
次
の
記
事
は
六
月
二
〇
日
で
あ
り
、
次
の
外
出
へ
と
記
事
が
繋

が
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
二
泊
三
日
に
わ
た
る
川
越
滞
在
の
様
子
を
見
て
き
た
。
注

目
し
た
い
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

　
第
一
に
、年
貢
米
納
入
と
そ
れ
に
と
も
な
う
全
て
の
や
り
取
り
が
、

一
村
ご
と
の
責
任
で
行
わ
れ
て
い
る
。
御
蔵
役
所
か
ら
の
納
入
命
令

は
村
ご
と
に
発
給
さ
れ
、
御
蔵
役
人
と
の
納
入
日
延
べ
を
め
ぐ
る
折

衝
も
村
の
名
主
が
行
っ
て
い
た
。
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
二
号
）

や
り
取
り
の
過
程
で
生
じ
た
費
用
が
、
村
入
用
と
し
て
ど
の
よ

う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。〈
表
３
〉

は
弘
化
二
年
の
赤
尾
村
村
入
用
の
う
ち
、
納
入
年
貢
俵
数
に
よ
っ
て

村
人
か
ら
徴
収
す
る
（
俵
割
）
た
め
に
独
立
し
て
計
上
さ
れ
た
、
年

貢
米
納
入
関
係
入
用
の
費
目
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。こ
こ
に
は
、

御
蔵
役
人
へ
の
進
物
代
金
、
穀
取
役
人
出
張
時
の
接
待
費
用
、
村
役

人
の
川
越
出
勤
時
の
宿
泊
代
・
食
事

代
、
そ
し
て
宰
領
に
出
た
者
へ
の
給

金
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
進
物
も
含

め
た
、
年
貢
米
納
入
に
関
す
る
ほ
ぼ

す
べ
て
の
費
用
が
村
入
用
と
し
て
処

理
さ
れ
て
お
り
、
年
貢
米
納
入
に
組

合
村
な
ど
が
介
し
て
い
な
い
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
史
料
に
見
た
信
海

の
川
越
で
の
活
動
は
、
村
の
名
主
と

し
て
の
一
般
的
な
業
務
の
一
つ
だ
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
二
点
目
と
し
て
、
併
せ
て
〈
表
３
〉

か
ら
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

年
貢
米
の
納
入
先
を
見
る
と
、
質
の

悪
い
「
印
付
」
分
は
藩
の
御
蔵
に
納

入
さ
れ
る
一
方
、
秋
以
降
に
納
入
さ

れ
る
比
較
的
質
の
良
い
米
は
、
川
越
城
下
の
掛
屋
に
納
入
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
史
料
に
見
た
よ
う
に
、「
印
付
」
分
の
納
入
が
急
が
れ

た
理
由
は
、
家
中
へ
の
扶
持
給
付
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
藩

は
年
貢
米
を
そ
の
質
に
よ
っ
て
区
別
し
、
用
途
を
使
い
分
け
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
質
の
米
を
掛
屋
に
売
却
し

て
藩
の
運
営
費
用
に
あ
て
、
質
の
悪
い
米
は
家
中
へ
の
扶
持
に
な
る

費目 内容 入用額

御蔵方役人へ進物
鰹節（内山・斎藤・渋谷・三浦・原）
酒札（内山・斎藤）
するめ（内山・斎藤）

2728文

6月20～23日出勤入用 600文
6月16日出勤入用 止宿料・昼食代 756文
御年貢御改御出張入用 穀取役人の賄・接待入用など 2040文
蝋燭代 64文
遣いへの酒代 定使不在時に林家下男に頼む 28文
年貢米付送り宰領給 ＜下記＞ 5000文

表３　弘化２年、赤尾村の年貢米納入関係入用

月 日 納入先 宰領名 宰領給
昨12 24 （御膳籾） ― 文七 200文
2 2 南蔵 50 勝次郎 200文
2 12 南蔵 102 文七 200文
6 13 南蔵 70 印付 久八 200文
6 14 南蔵 126 印付 惣五郎 200文
6 16 南蔵 104 印付 文七 200文

惣五郎 200文
文七 200文

半三郎 300文
6 18 南蔵 73 印付 久八 200文
6 19 南蔵 20 印付 佐左衛門 200文
6 26 南蔵 50 印付 文七 200文
7 2 南蔵 50 印付 惣五郎 200文
10 11 鴫町小川屋 25 藤右衛門 148文
10 13 南町横田 25 戸右衛門 148文
10 23 下新河岸 25 藤三郎 148文
10 23 鴫町横田屋 25 惣五郎 148文
12 町方 ― 文七 148文
12 町方 ― 戸右衛門 148文
12 町方 ― ― 148文
12 町方 ― ― 148文

6 14 100文
7 2 100文

900文

4985文

俵数

印付

計

1396 17

裏印いたし貰候礼
北町万屋へ預け置駄賃

参照史料：「村諸入用割合勘定元帳」[林1543]
　　※一部「御用留」にて情報を補足した。

馬3疋余分ニ付300文ツヽ

南蔵

表３　弘化２年、赤尾村の年貢米納入関係入用
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

の
で
あ
る
。

　
三
点
目
に
、
藩
役
人
役
宅
に
お
け
る
藩
役
人
と
村
役
人
の
や
り
取

り
が
注
目
さ
れ
る
。
役
宅
は
、
村
役
人
か
ら
の
意
見
が
上
申
さ
れ
、

両
者
の
間
で
意
見
の
折
衝
が
行
わ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
役
宅
の
機
能

に
つ
い
て
は
、
次
節
で
改
め
て
検
討
し
た
い
。

　
最
後
に
四
点
目
と
し
て
、
藩
役
人
と
村
役
人
の
関
係
を
、
川
越
町

人
が
支
え
て
い
る
面
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
米
穀
問
屋
万
忠
で

の
年
貢
米
不
足
分
調
達
、
近
藤
で
の
一
時
的
な
銭
の
借
用
、
そ
の
他
、

進
物
の
購
入
、村
役
人
同
士
や
中
間
奉
公
人
と
の
酒
食
の
場
の
提
供
、

書
類
作
成
の
場
の
提
供
な
ど
、
今
回
の
川
越
滞
在
だ
け
で
も
、
信
海

の
活
動
を
支
え
る
様
々
な
川
越
町
人
を
検
出
で
き
た
。
信
海
と
川
越

町
人
と
の
関
係
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
か
、
こ
の
点
は
次
章
に
て
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

２
．
藩
役
人
役
宅
の
機
能

　
前
掲
〈
表
２
〉
を
改
め
て
詳
し
く
見
よ
う
。
藩
役
人
役
宅
へ
上
が

る
用
件
は
、
①
挨
拶
や
暑
中
見
舞
、
②
藩
役
人
か
ら
の
召
出
し
、
③

信
海
に
よ
る
願
出
や
内
窺
、
の
三
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
①
で

は
鰹
節
や
酒
切
手
な
ど
の
品
が
進
上
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
①
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
役
宅
へ
上
が
る
多
く
の
場
合
、
同
様
に
行
わ
れ

て
い
る
。

②
は
一
月
二
一
日
と
六
月
二
七
日
の
二
度
見
ら
れ
る
。
前
者
は

信
海
が
ま
だ
父
信
豊
の
代
役
と
し
て
、
小
惣
代
の
業
務
を
担
っ
て
い

た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
の
様
子
は
、
他
出
日
記
に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

〈
史
料
５（
11
（

〉
正
月
廿
一
日
　
川
越
へ
出
勤
、
石
ケ
谷
様
御
宅
へ
中
小
坂
、

坂
戸
与
一
所
ニ
御
召
也
〔
中
略
〕
八
ツ
時
分
石
ケ
谷
様
御
宅
へ

着
、
頭
取
名
主
始
メ
拾
五
人
之
処
壱
人
病
気
拾
四
人
也
、
被

仰
渡
之
趣
、
御
高
弐
拾
万
石
余
へ
三
万
両
之
頼
母
子
御
頼
ニ

付
、
世
話
い
た
し
呉
候
様
ニ
与
御
懇
ニ
御
頼
之
上
、
御
酒
肴

す
し
等
迄
被
下
置
候

こ
の
時
の
召
出
し
は
、
頭
取
名
主
と
小
惣
代
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
代
官
石
ケ
谷
宅
に
集
め
ら
れ
、
そ
の
場
で

三
万
両
の
御
用
金
調
達
を
依
頼
さ
れ
て
、
寿
司
な
ど
の
馳
走
を
受
け

た
と
い
う
。
拙
稿
に
て
明
ら
か
に
し
た
通
り（
11
（

、
頭
取
名
主
の
業
務
の

一
つ
は
御
用
金
の
徴
収
で
あ
り
、
そ
の
際
、
彼
ら
が
役
宅
に
呼
ば
れ

て
非
公
式
に
依
頼
を
受
け
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
。
頭
取
名
主
は
依

頼
を
受
け
る
と
、
頭
取
名
主
寄
合
を
開
催
し
て
分
担
を
決
め
、
頭
取

名
主
か
ら
の
出
願
と
い
う
形
で
、
御
用
金
上
納
の
願
書
が
役
所
へ
提

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
六
月
二
七
日
の
召
出
し
は
、
掛
屋
の
小
川
屋
が
差
紙
（
米
切
手
）

発
行
数
を
間
違
え
、
無
実
の
察
当
を
受
け
た
た
め
で
、
信
海
は
「
誠

あ
ほ
う
ら
し
き
仕
合
、
人
の
間
違
ニ
而
如
斯
御
召
出
し
ニ
相
成
」
と
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綴
っ
て
い
る（
11
（

。
ま
た
前
項
に
見
た
御
蔵
役
内
山
宅
の
訪
問
も
、
年
貢

米
納
入
の
不
足
に
と
も
な
う
召
出
し
で
あ
っ
た
。
②
の
局
面
は
、
不

手
際
に
よ
っ
て
察
当
を
受
け
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

特
定
の
職
に
就
か
な
い
名
主
が
役
宅
を
訪
ね
る
用
件
は
、
圧
倒

的
に
③
、
す
な
わ
ち
名
主
の
側
か
ら
の
願
い
出
や
内
窺
い
が
多
い
。

③
の
場
合
の
や
り
取
り
を
、
い
く
つ
か
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

　
九
月
一
一
～
一
二
日
の
川
越
滞
在
中
の
用
事
は
、
七
月
二
八
日
に

発
生
し
た
越
辺
川
の
氾
濫
に
と
も
な
う
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い

る
。
こ
の
大
水
で
赤
尾
村
は
大
き
な
被
害
を
受
け
、
藩
役
人
の
見
分

を
経
て
藩
か
ら
手
当
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
村
内
で
は
九
月

二
日
に
寄
合
が
も
た
れ
、
堤
の
御
普
請
を
藩
に
願
い
出
る
こ
と
が
決

め
ら
れ（
11
（

、
こ
れ
を
受
け
て
信
海
は
九
月
一
一
日
に
川
越
を
訪
問
し
て

い
る
。
そ
し
て
御
普
請
願
の
願
書
提
出
に
向
け
て
、
次
の
よ
う
な
や

り
取
り
が
行
わ
れ
た
。

〈
史
料
６（
1（
（

〉
九
月
十
二
日
　〔
中
略
〕
六
軒
町
裏
原
田
様
へ
上
リ
御
藪
帳
弐

冊
御
用
印
壱
通
奉
差
上
、
ふ
し
一
袋
差
上
ケ
、
西
町
渡
辺
加

七
郎
様
へ
上
リ
、
ふ
し
壱
袋
差
上
ケ
不
懸
御
目
、
但
シ
先
日

文
七
ヲ
以
出
水
再
度
目
御
届
ケ
之
節
ゟ
御
病
気
之
由
、
先
刻

原
田
克
次
様
へ
御
普
請
奉
願
上
度
義
奉
申
上
候
処
、
後
刻
役

所
へ
此
帳
面
へ
願
書
添
可
奉
差
上
与
被
仰
聞
有
之
候
、〔
中
略
〕

夫
ゟ
北
町
坂
下
長
島
外
内
様
へ
上
り
懸
御
目
、
ふ
し
壱
袋
上

ケ
、
原
田
様
同
様
申
上
候
、
仰
茂
同
様
也
、
角
間
忠
ニ
而
御

検
見
内
見
帳
半
紙
同
役
買
之
、
代
銀
廿
六
匁
八
分
筆
代
銭
弐

百
四
拾
五
文
掛
候
ヲ
見
ル
、〔
中
略
〕
御
役
所
へ
罷
出
御
普
請

方
へ
御
願
書
添
帳
面
差
上
ケ
直
ニ
御
預
リ
ニ
成
ル

普
請
奉
行
の
原
田
と
、
代
官
所
物
書
役
の
長
島
の
役
宅
に
お
い

て
、
信
海
は
御
普
請
願
提
出
の
内
窺
い
を
行
い
、
彼
ら
か
ら
、
役
所

に
帳
面
と
願
書
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け

て
城
下
の
間
忠
に
て
帳
面
用
の
紙
と
筆
を
購
入
し
、
役
所
へ
指
示
通

り
に
帳
面
と
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
役
宅
と
役
所
の
使
い
分
け
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
九
月
一
六
日
以
降
に
は
、
訴
訟
入
用
一
件
に
関
す
る
願
い
が
度
々

見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
惣
五
郎
一
件
と
よ
ば
れ
る
訴
訟
の
費
用
を
林
家

が
立
替
え
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
村
人
が
返
済
し
な
い
た
め
、
信
海
が

代
官
所
役
人
に
返
済
催
促
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
代
官
所
役
人

と
の
折
衝
は
長
期
間
に
及
ぶ
が
、
注
目
さ
れ
る
や
り
取
り
と
し
て
、

一
二
月
一
日
の
も
の
を
見
て
お
こ
う
。

〈
史
料
７（
11
（

〉
十
二
月
朔
日
　〔
中
略
〕
石
ケ
谷
様
例
之
御
稽
古
故
見
合
セ
居

懸
御
目
、
惣
五
郎
一
件
入
用
之
義
立
替
者
他
借
い
た
し
候
与

之
事
故
、
利
ヲ
か
け
候
与
奉
申
上
候
処
、
利
ヲ
つ
け
候
而
者

済
方
申
付
候
事
六
ヶ
敷
間
、
何
レ
得
与
及
申
談
可
取
立
之
仰

ニ
付
、
右
及
申
談
候
得
者
不
差
出
与
申
之
候
事
故
、
無
拠
懸
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御
上
様
之
御
苦
労
候
、
右
様
之
金
子
へ
利
付
取
候
事
不
相
成

候
得
者
名
主
御
役
者
相
勤
ら
れ
不
申
与
奉
申
上
置
候

代
官
石
ケ
谷
宅
に
て
、
信
海
は
立
替
金
に
利
子
を
付
け
る
こ
と

を
主
張
す
る
が
、
石
ケ
谷
は
難
色
を
示
す
。
し
か
し
信
海
は
さ
ら

に
、
利
子
が
取
れ
な
け
れ
ば
名
主
役
は
務
め
ら
れ
な
い
と
主
張
し
て

い
る
。
代
官
所
役
人
と
意
見
が
相
違
す
る
中
で
、
信
海
は
そ
の
後
も

足
繁
く
役
宅
を
訪
ね
、自
ら
の
意
見
を
主
張
す
る
。
一
二
月
六
日
に
、

役
所
に
お
い
て
関
係
者
一
同
に
対
す
る
吟
味
が
行
わ
れ
る
段
に
な
る

と
、
信
海
は
吟
味
当
日
の
早
朝
に
も
役
宅
を
訪
ね
、
自
ら
の
意
見
を

強
調
し
て
い
る（
11
（

。
吟
味
の
結
果
、
一
二
月
一
二
日
に
役
所
か
ら
内
済

が
命
じ
ら
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
町
宿
榎
本
に
て
頭
取
名
主
栗
原

を
交
え
た
交
渉
が
重
ね
ら
れ
、
一
六
日
に
内
済
が
成
立
し
た
。
信
海

の
意
見
が
結
果
と
し
て
ど
こ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
判
断
に
迷

う
が
、
こ
こ
で
も
、
役
所
で
の
正
式
な
吟
味
の
前
に
、
役
宅
で
の
意

見
折
衝
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
役
所
と
役

宅
と
が
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
役
宅
に
て
折
衝
・
内
窺
が
行
わ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
役
所
で
は
物
事
が
ス
ム
ー
ズ
に
処
理
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
で
役
宅
に
は
、
名
主
以
外
の
者
も
上
が
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。「
御
用
向
控
」
に
写
さ
れ
た
上
申
書
類
に
は
、
提
出

者
と
提
出
先
が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
名
主
以
外
の
村
役
人

が
役
宅
に
お
い
て
書
付
を
提
出
す
る
場
合
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、

別
の
年
の
事
例
で
あ
る
が
、
天
保
一
一
年
一
二
月
に
は
次
の
よ
う
な

事
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
年
、赤
尾
村
で
は
検
見
入
用
を
め
ぐ
っ
て
、

信
海
と
赤
尾
村
の
小
前
の
対
立
が
生
じ
て
い
た
。
代
官
所
か
ら
内
済

を
命
じ
ら
れ
る
が
、
破
談
と
な
り
、
信
海
は
郷
廻
り
役
小
林
宅
へ
召

出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
日
の
役
用
日
記
に
よ
れ
ば
「
小
前
迄

御
座
敷
ニ
御
上
ケ
、
御
火
鉢
御
茶
抔
被
下
候（
11
（

」
と
、
小
前
た
ち
が
先

に
小
川
宅
の
座
敷
に
上
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
役
宅
に

上
が
る
た
め
の
資
格
な
ど
は
な
く
、
藩
役
人
が
認
め
れ
ば
誰
で
も
上

が
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
事
例
に
お
い
て
、
小
前
た
ち
は
座
敷
で
茶
を
振
る
舞
わ
れ
た

と
い
う
。
ま
た
、
前
述
の
頭
取
名
主
ら
へ
の
御
用
金
調
達
の
依
頼
に

際
し
て
は
、
寿
司
な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
役
宅
で
は

藩
役
人
か
ら
振
舞
が
行
わ
れ
、
飲
食
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
点
で
興
味
深
い
事
例
が
、
再
び
別
の
年
の
事
例
で
は
あ
る
が
、

弘
化
四
年
一
月
一
七
日
の
、
次
の
や
り
取
り
で
あ
る
。

〈
史
料
８（
11
（

〉
正
月
十
七
日
　
川
越
へ
火
事
為
御
見
舞
〔
中
略
〕
堺
町
八
百

喜
ニ
而
○
七
百
文
ま
く
ろ
、
小
川
様
へ
上
ル
、
○
七
拾
弐
文

酒
弐
合
飲
之
、
赤
面
ニ
而
御
宅
へ
参
り
候
処
、
上
レ
与
仰
ニ

付
上
リ
候
処
、
て
ん
か
く
ヲ
御
や
き
、
石
川
牧
太
様
ニ
妙
養

寺
門
前
名
主
忠
次
郎
、
松
郷
町
鈴
木
惣
兵
衛
一
座
ニ
而
、
御

酒
頂
戴
之
処
、
新
井
陳
太
郎
様
御
出
、
御
主
人
様
御
申
ニ
者
、
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又
誰
歟
来
へ
き
也
、
役
人
宅
者
門
前
ニ
市
な
ら
て
ハ
よ
い
と

ハ
い
は
れ
ぬ
抔
御
快
よ
く
御
同
飲
也

　
信
海
は
す
で
に
酒
に
酔
い
、
鮪
を
持
参
し
て
郷
廻
り
小
川
宅
を
訪

ね
、
座
敷
に
上
が
っ
て
川
越
の
町
役
人
や
他
の
藩
役
人
と
酒
を
酌
み

交
わ
し
た
。
門
前
に
市
が
あ
れ
ば
、
と
い
う
小
川
の
戯
言
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
役
宅
は
人
と
物
の
集
ま
る
場
で
あ
り
、
村
役
人
・
町

役
人
・
藩
役
人
の
交
流
の
場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
交
流
ば
か
り
を
強
調
し
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
。
酒
を
酌

み
交
わ
し
た
翌
日
、
信
海
は
改
め
て
小
川
宅
を
訪
ね
、
種
籾
の
拝
借

を
願
い
出
る
が
、
小
川
は
藩
が
決
め
た
拝
借
の
基
準
を
示
し
て
「
願

書
出
候
て
も
む
た
な
事
」
と
一
蹴
す
る（
11
（

。
藩
役
人
は
あ
く
ま
で
藩
と

い
う
組
織
の
一
員
で
あ
り
、
藩
の
方
針
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
役
人

で
あ
る
。
役
宅
と
は
、
利
害
の
異
な
る
藩
役
人
と
村
役
人
が
、
交
流

を
深
め
な
が
ら
も
利
害
を
衝
突
さ
せ
、
意
見
を
折
衝
す
る
政
治
空
間

な
の
で
あ
っ
た
。

三
、
川
越
町
人
と
の
関
係

１
．
林
家
経
営
上
の
川
越
の
位
置

　
本
章
で
は
藩
役
人
以
外
と
の
関
係
に
注
目
し
、
川
越
と
い
う
都
市

の
性
格
を
検
討
す
る
。
は
じ
め
に
林
家
の
経
営
状
況
を
概
観
し
、
経

営
上
に
お
け
る
川
越
の
位
置
を
確
認
し
よ
う
。

　〈
表
４
〉
は
弘
化
二

年
「
金
銀
出
入
帳
」
を

も
と
に
同
年
の
収
支

を
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
。
は
じ
め
に
指
摘

せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
こ
の
帳
簿
は
公

私
が
未
分
離
で
あ
り
、

村
役
人
と
し
て
徴
収

し
納
入
し
た
年
貢
諸

掛
が
、
家
と
し
て
の
収

支
と
区
別
さ
れ
ず
に

記
載
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

家
の
経
営
だ
け
を
取

り
出
し
て
収
支
の
バ

ラ
ン
ス
な
ど
を
検
討

す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
表
か
ら

は
、
収
入
の
中
心
は

米
穀
代
金
で
あ
る
こ

表４　弘化２年、林家の収支構成

両 分 朱 銭（文） 項目 両 分 朱 銭（文） 項目

131 1 0 1896 32% 年貢等の立替金取立 230 1 2 3877 55%
年貢・その他上納分の合
計（内、積金上納約86両・御
講金約68両）

127 1 1 2321 31% 米穀販売による代金収入 43 3 2 5775 11% 借金の返済

3 3 0 2630 1% 米穀以外の代金収入 41 3 0 3503 10% 日常消費

12 3 3% 土地売却代金 7 3 0 5441 2% 代金支払い

41 0 2 300 10% 借用金 41 2 0 3925 10% 奉公人・日雇給金

51 2 0 2941 13%
貸金取立等による入金
（内、御積金約14両・御講金
約12両）

27 2 0 5586 7% 貸付金

12 1 2 6358 3% 藩より被下金 18 0 2 472 4% その他

18 0 0 4820 5% その他

407 2 1 1766 計 419 3 2 2579 計
　参照史料：「金銀出入毎月度々調帳」［林1816］。

収入 支出
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と
、
支
出
は
小
遣
帳
分
＝
日
常
消
費

と
奉
公
人
へ
の
給
金
が
大
き
な
比
重

を
占
め
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

収
入
の
中
心
で
あ
る
米
穀
代
金
に

つ
い
て
、〈
表
５
〉
に
よ
っ
て
そ
の
売

却
先
を
見
る
と
、
川
越
へ
の
売
却
量
は

低
下
傾
向
に
あ
り
、
代
わ
り
に
親
類
の

在
郷
商
人
へ
の
売
却
が
増
加
し
て
い

る
。
同
様
の
傾
向
は
、〈
表
６
〉
に
示

し
た
借
用
金
の
借
用
先
に
も
現
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
林
家
の
最
大
の

借
用
先
は
、
大
口
の
米
穀
売
却
先
で

も
あ
る
扇
町
屋
村
の
親
類
山
村
屋
で

あ
り
、
次
い
で
友
人
で
三
芳
野
検
校

嗣
子
の
沼
田
一
斎
、
そ
し
て
新
田
家
・

天
沼
家
と
親
類
が
続
き
、
川
越
町
人
の

う
ち
で
二
〇
両
以
上
の
借
用
先
は
米

穀
取
引
先
の
近
藤
の
み
で
あ
る
。
林

家
の
経
営
の
う
ち
生
産
物
流
通
・
金

融
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
川
越
の

相
対
的
な
地
位
の
低
さ
、
低
下
傾
向

俵数 数量（斗） 代金（両） 比率 俵数 俵数
近藤 8 34.10 4.65 5.0% 近藤 8 近藤 74

万忠 14 万忠 118
竹川 2 川越南町 横田 50

豊忠 12 51.68 8.88 豊忠 38 豊忠 12
穀清 28 120.05 19.71 穀清 56 穀清 38
秋佐 8 35.26 6.47 秋佐 32

3 12.82 1.88 1.9% 8 17
扇町屋 山村屋 47 197.84 36.64 28.8% 扇町屋 山村屋 34 高麗本郷 伊勢屋 6
石井 池田屋 54 234.12 37.55 34.1% 小沼村 金次郎 8

160 685.87 115.78 192 323

数量（斗） 代金（両） 比率
万忠 23.00 0.53
近藤 68.90 1.60
豊忠 70.80 2.03
穀清 175.58 7.66
秋佐 24.74 1.13

扇町屋 山村屋 24.42 1.19 6.3%

387.44 14.14

数量（斗） 代金（両） 比率
万忠 10.20 0.93
近藤 20.66 1.80

川越鴫町 田嶋屋 10.00 0.98 24.5%

40.86 3.71

計

大麦

大豆

30.2%坂戸

川越北町

弘化２年
米

計

23.7%

70.0%

表５　林家の米穀販売先 

   参照史料：「諸穀払金銀入帳」［林1600］。

米

坂戸

　

計

川越北町

坂戸

川越北町

村方

75.5%

弘化元年 天保３年
米

坂戸

村方

川越北町
川越北町

村方

天保14 弘化元年
扇町屋村山村屋（親類） 100両 178両2分 扇町屋村山村屋 10両
沼田一斎 130両2分 152両2分
赤尾村新田家（親類） 122両 107両1分＋6匁
川田谷村天沼良八（親類） 50両 69両1分＋1.5匁
川越　近藤 20両 20両 川越　近藤 25両

借入合計 580両3分 584両

弘化２年の新規借入れ
表６　林家の主な借金先

古凍村太郎兵衛
（安野家口入）

30両

　参照史料：「金銀出入毎月度々調帳」［林1816］、文化5年「万歳帳」[林2387]。
　　※20両以下の相手は省略してある

表 6　林家の主な借金先
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は
明
ら
か
で
あ
る
。

但
し
、
米
穀
問
屋
の
近
藤
か
ら
は
弘
化
二
年
に
新
た
に
二
五
両

を
借
用
し
て
い
る
。
借
用
日
は
三
月
二
九
日
で
、
同
日
に
は
前
述

の
御
用
金
一
三
六
両
余
の
う
ち
五
〇
両
を
、
赤
尾
村
が
初
め
て
上

納
し
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
二
三
・
二
四
日
の
村
寄
合
に
お
い
て
、

二
九
日
に
五
〇
両
上
納
す
る
こ
と
、
内
二
五
両
は
村
役
人
が
他
か
ら

調
達
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
信
海
は
近
藤
に
て
こ
れ
を
調
達
し

た
わ
け
で
あ
る（
11
（

。
前
述
の
年
貢
米
納
入
の
際
に
も
、
信
海
は
近
藤
か

ら
一
貫
文
を
借
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
近
藤
は
、
信
海
の
川
越

で
の
活
動
を
支
え
る
い
わ
ば
金
融
機
関
で
あ
り
、
米
穀
取
引
が
量
は

少
な
い
な
が
ら
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
も
、
こ
の
よ
う
な
機

能
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
林
家
の
支
出
に
注
目
し
よ
う
。〈
表
７
〉
は
他
出
日
記
に
記

録
さ
れ
た
支
出
、
す
な
わ
ち
信
海
の
財
布
か
ら
の
支
出
の
う
ち
、
秩

父
・
箱
根
へ
の
旅
や
、
親
類
宅
へ
の
訪
問
時
を
除
い
て
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
除
け
ば
、
残
る
訪
問
先
は
坂
戸
と
川
越
だ
け

で
あ
り
、
川
越
で
の
支
出
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
は
、
訪
問

回
数
の
多
さ
か
ら
当
然
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で

は
川
越
に
特
有
の
支
出
項
目
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
坂
戸
に
は
見

ら
れ
な
い
川
越
特
有
の
支
出
項
目
と
し
て
、
①
鰹
節
・
酒
切
手
な
ど

の
進
物
や
祝
儀
、②
御
溜
茶
代
な
ど
の
手
数
料
、③
文
具
、④
宿
泊
費
、

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
川
越
で
の
支
出
の
中
で
は
酒
食
・
食
品

件数 支払総額 件数 支払総額 件数 支払総額
酒食 85 17289文 11 1576文 5 84文
食品 21 5764文 1 1272文
菓子 41 7415文 5 581文 1 20文
砂糖 9 3184文 11 2292文

衣料 14
金9両
銀7.8匁
5468文

4
金3両2分
560文

雑貨 34 3561文 4 347文 6 1192文

手間賃 10
金2朱
銀3.4匁
2779文

4 1504文

髪結 16 377文 6 140文

鰹節 15
金1分2朱
9166文

酒切手 4 1085文
祝儀 2 2分
茶代
手数料

19
金2朱
1236文

文具 25
金1両2朱
4582文

宿泊 11 3888文
書籍 1 124文
小間物 1 80文
薬 4 689文

その他 ― 2 160文
不明 5 2384文 1 100文

計 21両1分1333文 4両2分460文 2568文

川越 坂戸 道中
表７　弘化2年、信海の外出先での支出

　※親類訪問・旅（箱根・子権現）の支出は除いてある。

表７　弘化２年、信海の外出先での支出
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

と
衣
料
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
①
～
④
お
よ
び
酒
食
・
食

品
の
多
く
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
藩
役
人
と
の
関
係
の
中
で
発

生
す
る
も
の
で
あ
る
。

〈
表
７
〉
に
示
さ
れ
た
の
は
、
信
海
の
財
布
か
ら
の
支
出
だ
け
で

あ
る
。次
に
こ
れ
を
、林
家
全
体
の
支
出
の
中
で
考
え
て
み
た
い
。「
金

銀
出
入
帳
」
と
「
小
遣
帳
」
を
用
い
る
と
、
林
家
全
体
の
支
出
を
抽

出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
帳

簿
に
記
録
さ
れ
な
が
ら
他
出
日
記
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
支
出
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
情
報
量
が
膨
大
な
た
め
、
こ
こ
で
は
弘
化
二

年
九
月
分
に
限
っ
て
整
理
し
た
〈
表
８
〉
を
見
た
い
。
信
海
外
出
時

両 分 朱 銭 摘要
1 2 袴壱　下り代 衣料

300 千代吉へ日雇代の内渡す
400 勝次郎へ給金内渡し

1 2 幸介へ給金内渡し
2436 下男林平へかし：喜代七へ渡す
100 下女いそへかし
1624 孫平へかし

2 下男勝次郎へ給金内渡す
2 下男勝二郎へかし

900 大井役３人分：宰領文七へ渡す
400 惣五郎へ時貸し：榎本寄合勤の節
3348 割渡し銭、渡し候分

1 2 432 革長尺手袋 衣料
200 菓子 菓子
248 ごま油5合 食品
100 油あげ 食品
36 豆腐１丁 食品
28 こんにゃく 食品
24 さつまいも 食品
100 油あげ 食品
136 油あげ・豆腐 食品
100 柿実80 食品
36 豆腐１丁 食品
100 柿実 食品
40 もくさ 雑貨
200 蝋燭９丁・１１丁 雑貨
72 ひん付２本・きん出し２ 雑貨
200 縄４０房 雑貨
200 つけ木
164 唱のくすり
48 仙波五百羅漢勧化
32 高尾山不動尊御初穂
48 筆道修行のものへ
84 わた打代 手間賃
124 いかけ代 手間賃
16 小遣銭（奉公人へ）
124 幸助菖蒲へ遣し候節
72 遣し（奉公人へ小遣）
100 遣し（奉公人へ小遣）
180 算勘不足銭
24 雑費入用
95 銭不足
24 銭不足

金
銀
出
入
帳

小
遣
帳

表８　弘化2年9月、当主外出時以外の全支出表８　弘化２年９月、当主外出時以外の全支出
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以
外
の
支
出
は
、
①
日
常
の
食
品
、
②
雑
貨
や
手
間
賃
、
③
奉
公
人

へ
の
給
金
前
貸
・
小
遣
、
に
概
ね
分
け
ら
れ
る
。
①
②
は
赤
尾
村
内
、

も
し
く
は
奉
公
人
が
そ
の
周
辺
で
支
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
て
林
家
全
体
の
支
出
を
見
る
と
、
生
活
に
関
わ
る
支
出
（
食
品
・

雑
貨
・
手
間
賃
な
ど
）
は
、
川
越
だ
け
で
な
く
坂
戸
や
赤
尾
村
内
で

の
支
出
も
多
い
一
方
で
、
川
越
特
有
の
藩
役
人
と
の
関
係
の
中
で
発

生
す
る
支
出
項
目
が
、
支
出
総
額
を
押
し
上
げ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭

と
な
る
。

し
か
し
前
述
の
通
り
、
公
私
未
分
離
の
こ
れ
ら
の
帳

簿
に
は
、
後
に
村
入
用
と
し
て
村
人
か
ら
徴
収
さ
れ
る
費
目
も
区
別

な
く
計
上
さ
れ
て
い
る
。
特
に
川
越
特
有
の
支
出
項
目
は
、前
掲〈
表

３
〉
で
見
た
通
り
、
そ
の
多
く
が
村
入
用
と
し
て
処
理
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
村
入
用
に
毎
年
定
額
が
計
上
さ
れ
る
「
定

例
分
」
を
ま
と
め
た
〈
表
９
〉
を
見
よ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
川

名主筆紙代 3000文

年中立替物 4500文

御年始 1000文

年中村役人川越出勤入用 17500文

惣勘定入用 1500文

町宿へ年玉 872文

御掛りへ年玉 1800文

定付へ年玉 200文

溜りへ年玉 500文

浪人勧化 500文

万屋へ礼
「右一筆当年此勘定ニ初メ而入、
是者俵かけニ可相成入用也」

1672文

〆 33048文

表９　弘化2年の村入用定例分

参照史料：「村諸入用割合勘定元帳」[林1543]。

立替日 摘要 金額
江戸町高橋屋ニ而昼食代 840文
石原大黒屋泊り 400文
榎本へ村々寄合御受書調印之節
筆墨紙代

100文

御溜り茶代 48文
1月22日 御講一件寄合入用 600文

いつも屋払 140文
大黒屋泊り 400文
高橋屋払 328文
臨時入用 940文

3月6日 同役惣五郎　御講一条ニ付出勤入用 600文
3月11日 本町寄合之節入用　平造 142文

御積金一条　川越止宿 200文
同　昼飯代 164文

3月22日 御積金一件榎本寄 108文

3月29日
御積金御上納之節文七惣五郎両人へ
小遣

400文

5月30日
高沢橋御普請ニ付人足廿五人、右請負
人

金3分
124文

6月16～17日 御積金一条ニ付出勤　半三郎・源右衛門 784文
9月7日 榎本氏へ寄合　惣五郎出勤 156文

郷御目付谷様へ上り候節 330文

御代官吉沢様へ同断之節
金2朱
5文

（御藪改）両度御宅へ出勤入用 600文
（御藪改）御役所へ御呼出し之節 300文

12月3日
御積金御下ケニ相成候節止宿料
　佐平次

232文

計

表10　弘化2年村入用のうち川越出勤関係費目

金3分2朱　7941文

1月11～12日

2月27～28日

9月11日

3月21日

―

表 10　弘化２年村入用のうち川越出勤関係費目

　表９　弘化２年の村入用定例分
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

越
出
勤
入
用
」
と
し
て
毎
年
一
七
五
〇
〇
文
が
計
上
さ
れ
、
こ
れ
以

外
に
も
名
主
筆
紙
代
や
立
替
物
・
定
附
な
ど
へ
の
年
玉
な
ど
が
計
上

さ
れ
て
い
る（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
「
定
例
分
」
の
ほ
か
に
、
村
入
用
に
は

川
越
出
勤
に
と
も
な
う
費
用
が
度
々
計
上
さ
れ
る
。
こ
れ
を
整
理
し

た
〈
表
（0
〉
を
見
る
と
、
川
越
で
の
食
事
代
・
宿
泊
代
、
藩
役
人
へ

の
進
物
代
金
な
ど
の
多
く
が
、
支
出
の
た
び
に
村
入
用
と
し
て
補
て

ん
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
公
私
未
分
離
の
帳
簿
ゆ
え
に
複
雑
な
考
察
に
な
っ
た
が
、
以
上
を

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
林
家
の
生
産
物
販
売
・
金
融
に
お

け
る
川
越
の
地
位
低
下
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
日
常
消
費
に
お
い

て
も
、
生
活
に
関
わ
る
部
分
で
は
、
川
越
以
外
で
の
購
入
が
多
く
見

ら
れ
る
。
林
家
の
家
と
し
て
の
経
済
活
動
に
お
い
て
、
川
越
は
さ
ほ

ど
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
村
役
人

の
業
務
と
し
て
、
信
海
は
川
越
に
頻
繁
に
出
向
き
、
多
く
の
支
出
を

行
い
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
支
出
の
多
く
は
、
最
終
的
に
は
村
入
用
と

し
て
村
人
か
ら
徴
収
さ
れ
た
。
城
下
町
川
越
と
は
、
年
貢
も
含
め
、

村
か
ら
徴
収
さ
れ
る
米
や
金
が
集
ま
る
、
そ
の
意
味
で
の
一
つ
の
経

済
の
中
心
都
市
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

２
．
藩
の
業
務
を
担
う
者
た
ち

　
前
掲
〈
表
２
〉
に
は
、
藩
役
人
以
外
に
藩
の
業
務
を
担
う
川
越
町

人
た
ち
が
数
名
現
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
①
掛
屋
、
②
町
宿
榎

本
、
③
人
足
請
負
人
炭
屋
、
の
三
者
で
あ
る
。
最
後
に
彼
ら
と
の
関

係
に
つ
い
て
も
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

①
掛
屋
　〈
表
２
〉
に
は
被
下
米
の
仲
介
を
す
る
丹
波
屋
八
左
衛
門
、

御
国
役
金
の
検
査
を
行
う
丹
勘
、そ
し
て
被
下
米
の
仲
介
を
行
い〈
表

３
〉
に
年
貢
米
納
入
先
と
し
て
現
れ
る
小
川
屋
又
右
衛
門
（
嶋
田
又

兵
衛
）
の
三
家
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
小
川
屋
に
つ
い
て
少
し
見

て
お
こ
う
。

　
弘
化
二
年
一
月
に
、
信
海
は
被
下
米
受
取
の
た
め
に
小
川
屋
を
訪

ね
て
い
る
。
こ
の
被
下
米
に
つ
い
て
、
前
年
弘
化
元
年
一
二
月
一
一

日
の
他
出
日
記
に
は
、「
御
勘
定
所
ゟ
被
仰
渡
ニ
者
、
当
年
者
御
下

ケ
金
之
義
代
米
ニ
而
被
下
〔
中
略
〕
尤
志
義
町
小
川
屋
又
右
衛
門
方

へ
行
、
受
取
可
申
与
被
仰
渡
有
之
候（
11
（

」
と
、
藩
の
勘
定
所
か
ら
小
川

屋
で
米
を
受
取
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

同
月
二
〇
日
に
は
、「
志
義
町
小
川
又
右
衛
門
方
へ
立
寄
、
当
御
渡

し
御
米
代
金
壱
両
弐
分
ト
銭
弐
百
四
拾
弐
文
渡
ス（
11
（

」
と
、
小
川
屋
に

一
両
二
分
余
を
支
払
っ
た
旨
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

続
け
て
「
是
者
御
渡
し
金
之
外
之
過
米
強
御
売
付
之
米
代
也
」
と
、

被
下
米
の
受
取
に
と
も
な
っ
て
強
制
的
に
米
を
売
り
つ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
信
海
に
と
っ
て
の
小
川
屋
は
、
被
下
米
を
仲
介

し
、
手
数
料
と
し
て
米
代
を
支
払
う
先
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

②
町
宿
榎
本
　
町
宿
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
に
て
「
城
下
に
あ
っ
て
藩

が
指
定
し
た
公
事
宿
」
で
あ
る
と
説
明
し
た（
1（
（

。
弘
化
二
年
の
場
合
、
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そ
れ
が
よ
く
現
れ
て
い
る
の
は
一
二
月
一
二
～
一
六
日
の
内
済
へ
向

け
た
協
議
で
あ
る
。
前
述
の
訴
訟
入
用
立
替
を
め
ぐ
り
、
一
二
日
に

代
官
所
に
お
い
て
内
済
が
命
じ
ら
れ
る
と
、
榎
本
の
「
格
子
之
間
」

に
て
、
関
係
者
一
同
に
よ
る
協
議
が
は
じ
ま
る
。
以
後
、
内
済
が
結

ば
れ
る
ま
で
の
数
日
間
、
信
海
は
定
宿
で
あ
る
石
原
町
大
黒
屋
で
は

な
く
榎
本
に
宿
泊
し
、
榎
本
に
て
協
議
を
行
い
続
け
る
。
榎
本
は
、

他
の
宿
と
は
異
な
る
、
ま
さ
に
「
御
用
の
宿
」
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
同
年
に
は
、
榎
本
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
興

味
深
い
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
は
一
月
二
二
日
、
百
姓
代
の

藤
三
郎
が
榎
本
に
お
い
て
届
書
を
作
成
し
た
。
そ
の
後
、
信
海
が
高

橋
屋
に
て
藤
三
郎
に
会
う
と
、
藤
三
郎
は
「
右
御
届
ケ
書
之
書
手
間

紙
代
ニ
而
百
文
被
取
候
由（
11
（

」
と
、
一
〇
〇
文
を
取
ら
れ
た
旨
を
話
し

た
と
い
う
。
榎
本
へ
「
書
手
間
紙
代
」
が
支
払
わ
れ
た
ケ
ー
ス
は
、

他
に
見
ら
れ
な
い
。
不
慣
れ
な
村
役
人
に
限
っ
て
は
、
榎
本
は
手
引

き
を
行
い
、手
数
料
を
取
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
件
、

八
月
二
七
日
に
、
越
辺
川
大
水
に
と
も
な
う
御
手
当
金
が
藩
か
ら
支

給
さ
れ
る
と
、こ
れ
を
榎
本
に
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が「
内

弐
朱
ニ
付
銭
壱
文
ツ
ヽ
掛
入
用
与
号
取
之
候
由（
11
（

」
と
、
や
は
り
手
数

料
を
徴
収
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
榎
本
は
、
藩
の
業
務

の
一
部
を
仲
介
し
、
手
数
料
を
と
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

③
人
足
請
負
人
　
五
月
晦
日
に
信
海
は
松
郷
の
炭
屋
万
吉
へ
、「
高

沢
町
橋
御
普
請
ニ
付
人
足
」
二
五
人
分
の
代
金
五
貫
文
を
支
払
っ
て

い
る（
11
（

。
万
吉
は
「
村
入
用
帳
」
で
は
「
下
松
江
町
大
工（
11
（

」
と
注
記
さ

れ
て
お
り
、
大
工
の
棟
梁
と
し
て
人
足
を
多
く
抱
え
る
存
在
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、御
普
請
人
足
の
請
負
を
願
い
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
城
下
町
川
越
に
は
藩
の
業
務
の
一
部
を
請
負
う

様
々
な
存
在
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
に
み
た
町
人
た
ち
と
の
関
係

も
含
め
、
藩
の
支
配
の
拠
点
で
あ
る
城
下
町
に
は
、
藩
の
支
配
に
直

接
・
間
接
に
関
わ
り
な
が
ら
経
営
を
営
む
者
が
多
く
お
り
、
彼
ら
へ

は
、
村
入
用
と
し
て
村
人
た
ち
か
ら
徴
収
さ
れ
た
金
銭
が
支
払
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
検
討
し
た
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
点
に
整
理
し
て
お

き
た
い
。

　
一
点
目
に
、
当
該
地
域
に
お
け
る
藩
役
人
―
村
役
人
関
係
の
特
質

で
あ
る
。
赤
尾
村
で
は
、
藩
か
ら
課
さ
れ
る
負
担
の
納
入
や
、
藩
へ

の
願
書
や
届
書
の
提
出
、
訴
訟
な
ど
が
、
基
本
的
に
は
全
て
一
村
レ

ベ
ル
で
処
理
さ
れ
て
い
た
。そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
た
の
は
、

川
越
城
下
の
藩
役
人
役
宅
に
お
け
る
折
衝
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

年
貢
米
納
入
命
令
は
村
ご
と
に
出
さ
れ
、
期
限
内
の
納
入
が
困
難
で

あ
れ
ば
村
の
名
主
が
担
当
藩
役
人
の
役
宅
に
赴
い
て
独
自
に
交
渉
す

る
。
御
用
金
は
頭
取
名
主
を
介
し
て
納
入
が
命
じ
ら
れ
る
が
、
徴
収
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に
支
障
が
生
じ
る
と
、
や
は
り
村
の
名
主
が
担
当
藩
役
人
の
役
宅
に

お
い
て
納
入
の
催
促
を
依
頼
し
、
最
終
的
に
徴
収
が
困
難
で
あ
れ
ば

村
名
主
に
立
替
が
命
じ
ら
れ
た
。
災
害
が
発
生
し
、
藩
に
御
普
請
を

願
う
場
合
に
も
、
村
の
名
主
が
担
当
藩
役
人
に
内
窺
い
を
立
て
た
上

で
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
書
類
を
提
出
し
た
。
こ
う
し
て
藩
役
人
と

の
交
渉
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
村
の
名
主
と
の
間
で
直
接
行
わ
れ
た

の
で
あ
り
、
こ
の
点
、
地
役
人
や
郷
宿
が
仲
介
す
る
幕
領
や
、
大
庄

屋
等
の
中
間
支
配
機
構
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
他
藩
の
事
例
と
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
川
越
藩
全
体
の
特
質
と
い

う
よ
り
も
、
川
越
城
下
に
近
接
し
、
日
帰
り
が
可
能
な
城
付
領
ゆ
え

の
特
質
で
あ
っ
て
、
同
じ
川
越
藩
領
で
も
城
下
を
頻
繁
に
訪
問
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
仲
介
役
が
必
要
と
な
る
も
の
と
予
想
さ
れ

る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
藩
役
人
―
村
役
人
関
係
は
、
こ
れ
ま
で

各
地
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
関
係
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
類

型
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
二
点
目
に
、
一
点
目
に
見
た
特
質
ゆ
え
、
城
下
町
川
越
に
、
藩
役

人
役
宅
を
中
心
と
す
る
社
会
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち

役
宅
に
は
進
物
が
集
ま
り
、
挨
拶
・
見
舞
・
内
窺
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

用
件
で
人
が
集
ま
り
、
時
に
は
酒
食
を
と
も
な
う
交
流
の
場
に
も
な

っ
た
。
そ
し
て
頻
繁
な
役
宅
の
訪
問
は
、
進
物
の
購
入
や
、
筆
紙
・

水
引
等
の
購
入
、
城
下
で
の
酒
食
・
宿
泊
の
機
会
を
多
く
生
み
出
す
。

さ
ら
に
村
役
人
に
よ
る
役
宅
訪
問
な
ど
の
活
動
に
は
、
一
時
的
な
金

銭
貸
借
を
引
き
受
け
る
金
融
業
者
と
し
て
の
米
穀
問
屋
と
の
関
係
が

意
味
を
持
つ
。
役
所
へ
の
書
類
提
出
の
段
に
な
れ
ば
、
城
下
で
書
類

作
成
の
場
が
提
供
さ
れ
、
不
慣
れ
な
者
に
は
手
間
賃
を
と
っ
て
作
成

が
代
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
加
え
、
町
宿
や
掛
屋
な
ど
、
実
際
に
藩
の

業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
存
在
も
見
ら
れ
た
。
役
宅
で
構
築
さ
れ
る

藩
役
人
―
村
役
人
関
係
は
、
城
下
に
居
住
し
こ
れ
に
直
接
・
間
接
に

関
わ
る
様
々
な
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
藩
領

村
役
人
に
と
っ
て
は
、
城
下
町
川
越
そ
れ
自
体
が
、
役
宅
を
中
心
と

す
る
一
つ
の
政
治
空
間
な
の
で
あ
っ
た
。

　
三
点
目
に
、
地
域
経
済
に
お
け
る
城
下
町
川
越
の
位
置
に
つ
い
て

で
あ
る
。
林
家
の
経
営
全
体
と
し
て
見
る
と
、
生
産
物
販
売
・
金
融

に
お
け
る
川
越
の
地
位
低
下
は
明
瞭
で
あ
り
、
ま
た
生
産
・
生
活
に

関
わ
る
日
常
消
費
に
お
い
て
も
、
川
越
の
比
重
は
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
在
郷
町
の
発
展
と
城
下
町
の
衰
退
と
い

う
古
典
的
な
理
解
そ
の
ま
ま
の
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
一
方

で
、
村
役
人
と
し
て
の
活
動
に
と
も
な
う
支
出
が
、
川
越
に
お
い
て

多
く
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
全
て
、
村
入
用
と
し
て
村
人
か
ら

徴
収
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
城
下
町
川
越
は
、
年
貢
米
金
や
御
用
金
も

含
め
、
周
辺
藩
領
村
々
の
村
人
か
ら
徴
収
さ
れ
た
米
金
が
流
入
す
る

こ
と
で
、
地
域
経
済
に
と
っ
て
在
郷
町
と
は
別
の
位
相
に
お
け
る
中

心
的
位
置
を
占
め
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
商
品
経
済
の
発

展
を
論
じ
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
川
越
の
よ
う
な
都
市
は
、
分
析
対
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象
た
り
得
な
い
存
在
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
地
域
社
会
像
を
具

体
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
課
題
意
識
に
お
い
て
は
、
本
稿
の
よ
う

な
、
地
域
社
会
に
お
け
る
川
越
の
位
置
の
検
証
は
重
要
な
意
味
を
持

つ
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
別
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に（
11
（

、
当
該
時
期
の
赤
尾
村
で
は
、
村
入
用
の
掛
か
り
過
ぎ
が
村
運
営

の
大
き
な
問
題
と
な
り
、
村
役
人
と
小
前
と
の
鋭
い
対
立
が
生
じ
て

い
る
。
こ
う
し
た
村
内
の
矛
盾
の
高
ま
り
は
、
当
該
地
域
の
村
役
人

が
城
下
町
に
お
い
て
藩
役
人
と
直
接
交
渉
す
る
と
い
う
支
配
形
態
の

特
質
、
お
よ
び
そ
れ
に
と
も
な
う
城
下
町
と
地
域
社
会
と
の
関
係
の

特
質
と
、
い
わ
ば
表
裏
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
「
藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
」
と
題
し
た
通
り
、
村
役
人

の
視
点
か
ら
見
え
る
城
下
町
像
を
描
く
こ
と
に
終
始
し
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
城
下
町
川
越
は
、
在
郷
町
の
発
展
に
お
さ
れ
な
が
ら
、
政

治
空
間
と
し
て
特
化
し
て
い
く
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し

本
稿
で
の
分
析
は
、
当
然
な
が
ら
、
城
下
町
そ
れ
自
体
の
全
体
像
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
最
後
に
、
近
代
へ
の
展

望
も
含
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
近
代
に
な
る
と
、
川
越
は
再
び
全
面
的
な
意
味
で
の
地
域
経
済
の

中
心
と
し
て
復
活
を
遂
げ
る
。
す
な
わ
ち
川
越
第
八
十
五
国
立
銀
行

が
設
立
さ
れ
て
金
融
の
中
心
と
な
り
、
鉄
道
が
敷
か
れ
て
物
流
の
中

心
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
展
開
を
本
稿
で
の
分
析
結
果
と
併
せ
て
み

る
と
き
、
問
題
と
な
る
の
は
、
村
役
人
の
視
点
か
ら
で
は
姿
を
現
さ

な
い
、
藩
権
力
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
町
人
た
ち
の
存
在
で
あ
る
。

そ
の
典
型
で
あ
る
掛
屋
は
、
村
役
人
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
年
貢

米
の
納
入
先
で
あ
り
、
被
下
米
の
受
取
先
で
あ
り
、
手
数
料
の
支
払

先
で
あ
っ
て
、
商
品
と
し
て
の
米
の
売
却
は
、
彼
ら
と
は
異
な
る
米

穀
問
屋
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
掛
屋
は
、
実
際
に
は
藩
の
大

量
の
蔵
米
を
取
引
す
る
大
商
人
で
あ
り
、
村
役
人
か
ら
は
直
接
見
え

な
い
位
置
に
お
い
て
、
大
規
模
な
経
済
活
動
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
う
し
た
存
在
が
、
近
代
初
期
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
大
商
人
た
ち
が
、
地
域
社
会
か

ら
一
定
の
距
離
を
お
い
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
近
世
期
の

当
該
地
域
社
会
の
大
き
な
特
質
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（（
）
久
留
島
浩
『
近
世
幕
領
の
行
政
と
組
合
村
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
二
年
）、
山
崎
圭
『
近
世
幕
領
地
域
社
会
の
研
究
』（
校
倉
書

房
、
二
〇
〇
五
年
）、
岩
城
卓
二
「
近
世
領
主
支
配
と
村
役
人
・
郷
宿
・

下
級
役
人
」（
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
的
権
力
』
山

川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）、
渡
辺
尚
志
編
『
近
世
地
域
社
会
論
』（
岩

田
書
院
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
。

（
（
）
吉
村
豊
雄
・
三
澤
純
・
稲
葉
継
陽
編
『
熊
本
藩
の
地
域
社
会
と
行
政
』

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）、
志
村
洋
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の

地
域
と
中
間
権
力
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。
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藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）

（
3
）
岡
山
藩
研
究
会
編
『
藩
世
界
の
意
識
と
関
係
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
）、渡
辺
尚
志
編
『
藩
地
域
の
構
造
と
変
容
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。

（
（
）
木
村
礎
・
杉
本
敏
夫
編
『
譜
代
藩
政
の
展
開
と
明
治
維
新
』（
文
雅

堂
銀
行
研
究
社
、
一
九
六
三
年
）
な
ど
。

（
5
）
本
稿
で
主
に
用
い
る
の
は
、『
武
蔵
国
入
間
郡
赤
尾
村
林
家
文
書
』

（
埼
玉
県
立
文
書
館
寄
託
）
で
あ
る
。
以
下
、
史
料
の
出
典
を
掲
げ
る

際
に
は
、
同
館
の
史
料
請
求
番
号
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

（
6
）『
前
橋
市
史
』（
前
橋
市
、
一
九
七
二
年
）。

（
7
）「
武
州
入
間
郡
川
越
町
諸
色
明
細
帳
」（
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
）、

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
第
四
巻
（
埼
玉
県
、
一
九
五
四
年
）。

（
（
）
林
家
の
日
記
な
ど
か
ら
分
か
る
範
囲
の
も
の
を
整
理
し
た
。
地
方

支
配
機
構
の
正
確
な
復
元
は
、
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

（
9
）
拙
稿
①
「
武
蔵
国
川
越
藩
の
頭
取
名
主
と
海
岸
防
備
」（
志
村

洋
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
地
域
と
中
間
権
力
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
一
年
）、②
「
川
越
藩
の
支
配
と
頭
取
名
主
制
」（『
日
本
歴
史
』

七
七
七
、二
〇
一
三
年
）。

（
（0
）
天
保
一
五
～
嘉
永
元
年
「
他
出
雅
俗
記
録
」［
林
二
四
九
三
］（
以
下
、

「
他
出
日
記
」）。

（
（（
）
天
保
五
年
～
弘
化
二
年
五
月
「
公
用
日
記
留
」［
林
一
六
〇
一
］、

弘
化
二
年
五
月
～
嘉
永
二
年
「
役
用
向
諸
記
録
」［
林
一
六
〇
四
］（
以

下
、「
役
用
日
記
」）。

（
（（
）
天
保
一
三
年
～
弘
化
二
年
五
月
「
御
用
日
記
留
」［
林
一
四
九
一
］、

弘
化
二
年
五
月
～
嘉
永
二
年
「
御
用
御
廻
状
留
帳
」［
林
一
四
四
四
］

（
以
下
、「
御
用
留
」）。

（
（3
）
天
保
一
四
～
嘉
永
二
年
「
御
用
向
書
付
留
帳
」［
林
一
九
一
］（
以
下
、

「
御
用
向
控
」）。

（
（（
）
弘
化
二
年
「
年
中
小
遣
帳
」［
林
一
八
六
三
］。

（
（5
）
弘
化
二
年
「
金
銀
出
入
毎
月
度
々
調
帳
」［
林
一
八
一
六
］。

（
（6
）
天
保
一
二
～
嘉
永
五
年
「
諸
穀
払
金
銀
入
帳
」［
林
一
六
〇
〇
］。

（
（7
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
六
月
一
六
～
一
八
日
条
。

（
（（
）
も
う
一
つ
の
用
件
で
あ
る
「
不
下
馬
一
件
」
と
は
、
同
年
四
月
八

日
に
、
赤
尾
村
の
金
右
衛
門
が
、
廻
村
中
の
火
方
役
人
の
前
を
馬
に

乗
っ
た
ま
ま
横
切
り
、
咎
め
を
受
け
た
出
来
事
で
あ
る
。（「
役
用
日

記
」
弘
化
二
年
四
月
八
日
条
）。

（
（9
）
宗
旨
役
所
で
の
用
件
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
毎
年
こ
の
時
期
に

宗
門
帳
の
修
正
の
届
け
出
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す
る
こ
と

と
推
測
さ
れ
る
。

（
（0
）「
御
用
向
控
」
弘
化
二
年
六
月
一
六
日
条
。

（
（（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
九
月
一
二
日
条
。

（
（（
）
こ
の
白
砂
糖
の
用
途
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
袋
と
い
う
数
か

ら
、
こ
の
後
に
訪
問
す
る
古
川
・
小
川
・
山
川
へ
の
進
物
で
は
な
い

か
と
推
測
で
き
る
。

（
（3
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
九
月
一
二
日
条
。

（
（（
）
穀
取
役
人
は
毎
年
廻
村
を
行
い
、
年
貢
米
を
検
査
し
て
「
印
付
」

（
そ
の
内
に
「
下
印
」
と
「
下
々
印
」
の
区
分
が
あ
る
）
と
「
並
御

上
納
」
と
に
分
け
る
。
名
主
は
こ
れ
を
受
け
て
、
各
俵
数
を
記
し
た

請
書
を
彼
ら
に
提
出
す
る
。（
弘
化
三
年
「
午
御
年
貢
米
庭
帳
」［
林

一
七
一
〇
］）。

（
（5
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
六
月
一
六
日
条
。

（
（6
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
六
月
一
六
日
条
。

（
（7
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
一
月
二
一
日
条
。

（
（（
）
前
掲
拙
稿
②
。

（
（9
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
六
月
二
七
日
条
。



－  6（  －

史
苑
（
第
七
三
巻
第
二
号
）

（
30
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
九
月
二
日
条
。

（
3（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
九
月
一
二
日
条
。

（
3（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
一
二
月
一
日
条
。

（
33
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
一
二
月
六
日
条
。

（
3（
）「
役
用
日
記
」
天
保
一
一
年
「
当
子
御
検
見
後
端
米
計
り
滞
一
件
」。

（
35
）「
他
出
日
記
」
弘
化
四
年
一
月
一
七
日
条
。

（
36
）「
他
出
日
記
」
弘
化
四
年
一
月
一
八
日
条
。

（
37
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
三
月
二
四
・
二
五
日
条
。

（
3（
）
表
中
の
「
万
屋
へ
礼
」
は
、同
年
に
し
か
見
ら
れ
な
い
費
目
で
あ
る
。

そ
の
注
記
か
ら
判
断
す
る
に
、
前
述
の
年
貢
米
納
入
時
に
万
忠
で
調

達
し
た
年
貢
米
不
足
分
の
代
金
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
39
）「
他
出
日
記
」
弘
化
元
年
一
二
月
一
一
日
条
。

（
（0
）「
他
出
日
記
」
弘
化
元
年
一
二
月
二
〇
日
条
。

（
（（
）
前
掲
拙
稿
①
。

（
（（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
一
月
二
二
日
条
。

（
（3
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
八
月
二
七
日
条
。

（
（（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
五
月
三
〇
日
条
。

（
（5
）
弘
化
二
年
「
村
諸
入
用
割
合
勘
定
元
帳
」［
林
一
五
四
三
］。

（
（6
）
拙
稿
③
「
近
世
後
期
関
東
の
「
村
役
人
く
じ
引
制
」」（『
学
習
院
大

学
人
文
科
学
論
集
』
一
六
、二
〇
〇
七
年
）。

付
記
　〈
城
下
地
図
〉
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
川
越
市
立
博
物
館
の
皆

様
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。末
筆
な
が
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
学
習
院
女
子
中
・
高
等
科
非
常
勤
講
師
）


